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第１部 総論 

第１章 実施計画策定の趣旨 

交通事故は、亡くなった方や怪我をされた方やその家族の生活を一瞬にして奪う

だけではなく、交通事故による経済的損失も非常に大きいものとなります。 

平成 28年５月に策定した「第１０次埼玉県交通安全計画」（計画期間：平成 28年

度から令和２年度まで）は、「人優先」の交通安全思想を基本とし、対策の重点とし

て「高齢者及び子供の安全確保」、「自転車及び歩行者の安全確保」、「交通事故が起

こりにくい環境づくり」を掲げ、「道路交通環境の整備」や「交通安全意識の普及徹

底」等、分野別の施策を講じることとしています。 

本実施計画は、「第１０次埼玉県交通安全計画」及び令和元年の県内における交通

事故発生状況等を踏まえて、県及び国の指定行政機関が令和２年度に実施する具体

的な交通安全に関する事業や活動等を記載したものです。 

 

第２章 令和元年中の交通事故発生の状況 

令和元年中の県内における交通事故死者数は、129人（前年比-46 人）となりまし

た。また、人身事故件数及び負傷者数は９年連続で減少し、人身事故件数は、昭和

54 年以降最少の２万 1,359 件(前年比－2,764 件)で、負傷者数も昭和 53 年以降最

少の２万 5,704人（前年比－3,390人）となりました。 

 

 

  

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

死者数 177 151 177 175 129

人身事故件数 29,528 27,816 26,276 24,123 21,359

負傷者数 36,111 34,212 32,022 29,094 25,704
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第３章 第 10次埼玉県交通安全計画の目標と対策の重点 

１ 目標 

第 10次埼玉県交通安全計画では、「交通事故ゼロの安心・安全な埼玉」を実現す

るため、令和２年までに達成すべき具体的な目標を次のとおり定めています。 

○ 年間の交通事故死者数を 125人以下とすること 

○ 人口 10万人当たりの交通事故死傷者数を 366人以下とすること 

 

２ 対策の重点 

(1) 高齢者及び子供の安全確保 

高齢者の交通事故を防止するため、交通ボランティア等による訪問型の交通安全教育

を引き続き推進します。また、近年多発している高齢者が加害者となる事故を防止する

ため、年齢を重ねるごとに低下する身体機能や認知機能の低下を認識させる啓発事業等

を推進します。 

子供の交通事故を防止するため、参加・体験・実践型の交通安全教育や通学路におけ

る歩道等の整備を引き続き推進します。 

(2) 自転車及び歩行者の安全確保 

埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例に基づき、各種イベント等を通じて自

転車の交通ルールの遵守やマナー意識の向上を図ります。また、自転車用ヘルメットの

着用促進や自転車の整備点検の推進、さらには被害者支援を目的として自転車損害賠償

保険の加入徹底を図ります。 

また、歩行者等の安全確保が優先されるべき道路、いわゆる生活道路に対しては、ゾ

ーン３０対策をはじめとした総合的な安全対策を推進します。 

(3) 交通事故が起こりにくい環境づくり 

交通事故発生箇所等において交差点改良を行うなど交通環境の整備を推進します。 

また、県民一体となって交通事故ゼロを目指し、交通安全に対する意識を向上させる

ため、各季の交通安全運動を始めとして各種運動を県民総ぐるみで実施します。 
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第４章 第 10次埼玉県交通安全計画の進捗状況 

第 10 次埼玉県交通安全計画の目標を達成するため、重点対策ごとの進捗状況を

踏まえ、毎年度交通安全対策を実施しています。 

進捗状況及び令和２年度の重点推進事項は下記のとおりです。 

 

１ 高齢者の交通事故防止 

高齢死者は前年と比べて減少し、死傷者数も前年と比べて 9.0％減少し、目標値

を達成できる見込みです。 

令和元年における高齢者の交通事故発生状況を踏まえ、令和２年度は下記３点を

重点的に推進します。 

【令和２年度の重点推進事項】 

○歩行中事故の特徴を踏まえた安全教育及びきらめき ３ Ｈ 運動の推進 

○各種講座等の実施による高齢運転者に対する安全教育の推進、 

 高齢運転者の免許証自主返納の促進に関する環境整備の推進 

○ドライバーに対する思いやり運転の推進（高齢者を守る意識の醸成） 

 

２ 自転車の交通事故防止 

自転車乗用中の死者数は前年と比べて減少し、死傷者数も前年と比べて 11.8％減

少し、令和元年において目標値以上の減少を達成しました。 

令和元年における自転車乗用中の交通事故発生状況を踏まえ、令和２年度は下記

３点を重点的に推進します。 

【令和２年度の重点推進事項】 

○自転車レーンの整備など自転車利用環境の整備 

○自転車用ヘルメット及び反射材等の着用推進 

○自転車事故の特徴を踏まえた安全教育の推進 

指標 目標値(R2) 最新値(R1) 傾向 評価 

高齢者の死傷者数 4,114人 4,642人 
     

9.0%減少 
Ａ 

指標 目標値(R2) 最新値(R1) 傾向 評価 

自転車乗用中 

の死傷者数 
6,305人 6,079人 

     

11.8%減少 
Ｓ 

トリプルエイチ 
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３ 子供の交通事故防止 

子供の死傷者数は近年減少傾向にあり、令和元年は前年と比べて 14.2％減少し、

目標値以上の減少を達成しました。 

令和元年における子供の交通事故発生状況を踏まえ、令和２年度は下記３点を重

点的に推進します。 

【令和２年度の重点推進事項】 

○子供及びその保護者に対する交通安全教育の推進 

○通学路における歩道等の整備や安全対策の推進 

○自転車用ヘルメット及び反射材等の着用の推進 

 

４ 交差点における交通事故防止 

本県の交差点における交通死亡事故件数の割合は、全国平均より高い値で推移し

ています。一方、死傷者数は近年減少傾向で推移しており、令和元年において目標

値以上の減少を達成しました。 

令和元年における交差点等の交通事故発生状況を踏まえ、令和２年度は下記３点

を重点的に推進します。 

【令和２年度の重点推進事項】 

○交通事故発生箇所等における交差点改良など交通環境の整備 

○交差点関連違反の取締りの推進 

○高齢者に対する安全教育の推進及び反射材の着用促進 
 

※目標値は、平成 27 年の高齢者・自転車・子供・交差点等における死傷者数に

𝟑𝟔𝟔（第 10次計画における人口 10万人あたりの死傷者数）

𝟓𝟎𝟏（平成 27年の人口 10万人あたりの死傷者数）
を各々乗じた数値としています。 

※評価とは、目標値を達成するため、各年目指す値をどれだけ達成できているか

を表したものです。   

（Ｓ）目標値以上の減少が見込まれる （Ｂ）努力を要する  

（Ａ）順調・目標値達成見込み  （Ｃ）大きな努力を要する  

指標 目標値(R2) 最新値(R1) 傾向 評価 

子供の死傷者数 2,834人 2,660人 
     

14.2%減少 
Ｓ 

指標 目標値(R2) 最新値(R1) 傾向 評価 

交差点等の死傷者数 14,217人 13,358人 
     

12.1%減少 
Ｓ 
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第２部 講じようとする施策 

 

第１章 人と環境にやさしい道路交通環境の整備 

 

第２章 交通安全思想の普及徹底 

 

第３章 安全運転と車両の安全性の確保 

 

第４章 道路交通秩序の維持 

 

第５章 救急・救助活動の充実 

 

第６章 被害者支援の推進 

 

第７章 調査研究の推進 

 

第８章 鉄道と踏切道の安全確保 
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第１章 人と環境にやさしい道路交通環境の整備 

１ 人優先の安心・安全な歩行空間の整備 

(1) 生活道路における交通安全対策の推進 

主として日常生活に利用される道路で、自動車の通行よりも歩行者・自転車の安全確

保が優先されるべき道路、いわゆる生活道路に対する総合的な安全対策を道路管理者と

ともに推進します。 

また、生活道路における低速度規制実施による安全対策であるゾーン 30 については、

引き続き歩行者等の通行が最優先され、通過交通が可能な限り抑制されるという基本的

な考え方に基づき推進するほか、既に整備済みのゾーンにおいても、道路管理者と連携

し、視覚効果の高い法定外表示やハンプ・狭さくといった物理的デバイス等の設置を進

めるなど、生活道路における有効な安全対策として、更なる推進を図ります。 

【事業主体】 県道路街路課、警察本部交通規制課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

ゾーン３０の指定 30箇所 県：126,270（68,798）県警：112,584（56,292) 

 

(2) 通学路等における安全対策 

ア 通学路の安全対策 

通学児童等の交通安全を確保するため、市町村、県警をはじめとする関係機関や学校

関係者、保護者等の協力を得て実施した「通学路安全総点検」をもとに適切な通学路の安

全対策を進めます。 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費 46箇所 1,995,200 (1,064,910) 

自転車歩行者道整備費 40箇所 670,567 

交差点整備費 24箇所 525,000 

バリアフリー安全対策費 10箇所 425,642 

道路安全施設費 一式 3,747,780 

 

イ 未就学児が日常的に集団で移動する経路の安全対策 

「昨今の事故情勢を踏まえた交通安全対策に関する関係閣僚会議」において令和元年

６月 18日に決定された「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」を踏まえ、保



第１章 人と環境にやさしい道路交通環境の整備 

  8  

育所等が行う散歩等の園外活動等の安全を確保するための「キッズ・ゾーン」の設定等を

市町村と連携して適切に進めます。 

（県少子政策課、道路街路課、警察本部交通規制課） 

 

(3) 道路交通環境のバリアフリー化の推進 

ア 地方行政機関（国） 

市町村の交通バリアフリー基本構想や特定経路等の優先度の高い区間において、既設

歩道の段差解消や勾配の改善等歩行空間のバリアフリー化を推進します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所） 

 

イ 県 

(ｱ) 段差の改善等の推進 

段差の改善や歩道の拡幅など既設歩道のバリアフリー化を推進します。 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

バリアフリー安全対策費 10箇所 425,642 

 

(ｲ) 埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく対策 

埼玉県福祉のまちづくり条例に基づき、バリアフリーに配慮した道路整備を促進し

ます。                           （県福祉政策課） 

 

ウ 県警察 

高齢者、障害者等を中心とする全ての人が安全に安心して参加し活動できる社会を実

現するため、バリアフリーに対応するよう信号機の改良に務めるほか、道路標識の高輝

度化を推進し、安全かつ安心な歩行空間を整備します。 

（警察本部交通規制課） 

 

２ 交通安全施設等の整備 

(1) 道路ネットワークの整備と規格の高い道路の利用促進 

ア 国道改築 

交通安全対策の抜本的対策として、上尾道路等のバイパス整備、南北方向を強化する

新大宮上尾道路などの道路整備を推進します。 
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【事業主体】 関東地方整備局大宮国道事務所 

施工箇所 事業費（千円） 

上尾道路 612,000 

与野大宮道路 20,000 

本庄道路 3,500,000 

新大宮上尾道路（与野～上尾南） 2,068,000 

上尾道路（Ⅱ期） 2,800,000 

【事業主体】 関東地方整備局北首都国道事務所 

施工箇所 事業費（千円） 

東埼玉道路（延伸） 3,950,000 

東埼玉道路（八潮～松伏） 50,000 

    

イ 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦） 

安全な道路交通環境実現のために、幹線道路における交通事故対策については、「事故

ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）」を推進し、より効果の高い対策を実施します。 

事故危険箇所等の事故の危険性が高い区間について、交通事故データや道路診断など

の交通事故分析に基づき、交差点改良や視距（見通し）改良、また夜間の事故防止のた

めの道路照明灯や視線誘導標の整備等、交通安全施設の重点的整備を推進します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、県道路環境課） 

 

ウ 幹線道路網の整備等 

県内各地域間や県外との交流を促進する安全で円滑な道路交通を確保し、交通安全の

向上を図ります。 

このため、高速道路や地域高規格道路の整備、国道や主要な県道のバイパス整備や４

車線化、東西方向の道路の強化、スマートインターチェンジの整備促進やインターチェ

ンジにアクセスする道路の整備など、体系的な道路網の整備を進めるとともに、交差点

の改良・立体化など、総合的な交通渋滞対策を推進します。 

【事業主体】 県道路街路課 

事業内容 事業費（千円） 

道路改築事業費（一般国道 140号） 521,000（244,500） 

道路改築費（一般国道 407号ほか 35箇所） 1,036,476 
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街路整備費都市計画道路（越谷吉川線ほか 11箇所） 1,793,201 

社会資本整備総合交付金（改築）事業費 

（越谷野田線ほか 34箇所） 

5,457,625 

（2,620,883） 

社会資本整備総合交付金（街路）事業費 

（都市計画道路越谷吉川線ほか 7箇所） 

1,496,036 

（805,330） 

東京都とのスクラム強化推進（改築）事業費 

（主要地方道練馬所沢線） 
55,000 

東京都とのスクラム強化推進（街路）事業費 

（都市計画道路飯能所沢線ほか 2箇所） 

1,890,000 

(1,297,500) 

ミッシングリンク解消推進（改築）事業費 

（一般国道 254号ほか１箇所） 

2,219,000 

（1,202,050） 

ミッシングリンク解消推進（街路）事業費 

（都市計画道路日光東京線） 

96,000 

（44,300） 

産業拠点支援インフラ整備推進（改築）事業費 

（越谷野田線ほか３箇所）  

1,015,950 

（628,177） 

 

エ 土地区画整理事業に伴う歩道整備 

土地区画整理事業による道路整備に伴い、歩道を設置します。 

【事業主体】 県市街地整備課 

施工地区 事業規模(地区数) 事業費（千円） 

八潮市八潮南部西地区等 11地区 3,270,200 

 

(2) 交通安全施設等整備事業の推進 

ア 道路管理者事業 

(ｱ) 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦） 

安全な道路交通環境実現のために、幹線道路における交通事故対策については、「事

故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）」を推進し、より効果の高い対策を実施し

ます。 

事故危険箇所等の事故の危険性が高い区間について、交通事故データや道路診断な

どの交通事故分析に基づき、交差点改良や視距(見通し)改良、また夜間の事故防止の

ための道路照明灯や視線誘導標の整備等、交通安全施設の重点的整備を推進します。 

         （関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所） 
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(ｲ) 社会資本整備重点計画に基づく交通安全施設等整備事業 

「社会資本整備重点計画」に基づき、通学路や交通事故多発箇所において、歩道な

どの交通安全施設や交差点の整備を推進します。 

また、カーナビゲーションシステムから得られる道路交通データを分析して急ブレ

ーキ多発箇所等の把握を行い、事故の未然防止対策を実施します。 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費 46箇所 
1,995,200 

(1,064,910) 

自転車歩行者道整備費 40箇所 670,567 

交差点整備費 24箇所 525,000 

バリアフリー安全対策費 10箇所 425,642 

道路安全施設費 一式 3,747,780 

 

(ｳ) 自転車利用環境の整備 

既存の道路空間を最大限活用した自転車通行空間の整備を実施することによって、

自転車利用環境の向上を図ります。 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費 １箇所 60,000(33,000) 

自転車通行環境整備費 10箇所 114,492 

 

イ 県公安委員会事業 

(ｱ) 交通安全施設等の戦略的維持管理 

整備後長期間が経過した信号機等の老朽化対策が課題となっていることから、平成

27年に県において策定された「県有資産総合管理方針」等に即して、点検結果に基づ

く計画的な老朽施設の更新、不要な施設の撤去等を推進し、維持管理費の削減等を図

ります。 

（警察本部交通規制課） 

 

(ｲ) 信号機の整備 

信号機については、設置しようとする箇所の交通量、交通事故発生状況、道路形状
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や道路構造面等について調査を行い、必要性の高い箇所に設置します。既設の信号機

については、耐用年数が経過した信号機の更新を推進するとともに、交差点における

交通事故防止を図るため、信号機の歩車分離化等、高度化改良を実施するほか、交通

環境の変化等により、交通量が減少したり、利用頻度が低下したりしたものは、見直

しを検討します。 

また、高齢者等交通弱者の安全を図るため、バリアフリー対応型信号機の整備や信

号灯器のＬＥＤ化の導入を推進します。 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

信号機整備（新設） 27箇所 134,028（127,528) 

信号機整備（改良） 921箇所 733,724（528,489) 

 

(ｳ) ＩＴＳの推進による安全で快適な道路交通環境の実現 

交通情報の収集・分析・提供や交通状況に即応した信号制御を行うため、交通管制

システムの充実・改良を図ります。具体的には、交通管制システム中央装置の端末対

応装置化を図るほか、高度化光ビーコン等最先端の情報通信技術を用いて新交通管理

システム（ＵＴＭＳ：Universal Traffic Management Systems）を推進するとともに、

情報収集・提供環境の拡充等により、安全で快適な道路環境の充実を図ります。 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業費（千円） 

交通管制センター 269,907（160,331) 

ＵＴＭＳの推進 28,344（14,172) 

 

(ｴ) 道路標識等の整備 

安全で快適な道路交通環境を確保するため、視認性に優れた反射性の高い道路標識・

標示を整備します。また、既存の道路標識・標示については、保守点検の徹底と整理統

合により、「見やすく、分かりやすい」高輝度化標識等の整備を推進します。 

横断歩道の補修については、平成 29年度から事業量を大幅に拡大し、今年度も同程

度の約２億 8,700 万円を計上し、これまで要望に応えられなかった補修箇所について、

集中的に行います。特に、スクールゾーンやゾーン 30区域内においては、学童や未就

学児及び高齢者の安全確保のため、漏れのない補修に努めます。 
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【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路標識 5,982本 564,492（460,041) 

道路標示 417,570（318,110) 

 

(ｵ) オリンピック・パラリンピック競技大会等に伴う交通対策の推進 

大会関係者及び観客等の安全かつ円滑な輸送を確保し、一般交通及び周辺住民への

影響を最小限に抑えるため、大会施設周辺及び各輸送ルートを中心とした交通量抑制

及び各種交通規制の準備を推進するとともに、広く県民の理解と協力を求めるよう努

めます。 

（警察本部交通規制課） 

 

(ｶ) 高齢者等の交差点事故防止対策 

高齢者の歩行者・自転車が関係する人身事故が交差点内で多数発生していることか

ら、交差点内での事故防止対策として、信号機の歩車分離化やバリアフリー化を実施

します。 

また、併せて、信号灯器のＬＥＤ化や横断歩道の補修をすることで安全な交差点環

境を構築します。 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

信号機の歩車分離化 57基 

307,556(179,459) 
信号機のバリアフリー化 ６基 

信号灯器のＬＥＤ化 404灯 

横断歩道の補修 325本 

 

(3) 道路交通環境整備への住民参加の促進 

安全な道路交通環境の整備に当たっては、道路を利用する人の視点を生かすことが重

要であることから、道路利用者等が日常感じている意見を「標識ＢＯＸ・信号機ＢＯＸ」

（はがき、インターネット等を利用して、運転者等から道路標識等に関する意見を受け

付けるもの）、「道の相談室」等を活用して道路交通環境の整備に反映します。 

また、交通の安全は、住民の安全意識により支えられることから、安全で良好なコミ

ュニティの形成を図るために、交通安全対策に関して住民が計画段階から実施全般にわ
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たり積極的に参加できる仕組みをつくり、行政と住民の連携による交通安全対策を推進

します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、警察本部交通規制課） 

 

３ 効果的な交通規制の推進 

(1) 地域の交通実態等を踏まえた交通規制 

ア 通過交通等に利用される道路に対する交通規制 

主として通過交通に利用される道路については、最高速度規制、駐車・駐停車禁止、指

定方向外進行禁止等、交通流を整序化するための交通規制を実施します。 

また、主として地域交通に利用される道路については、一方通行、指定方向外進行禁

止等により通過交通を抑制するとともにゾーン 30の指定をするなど、良好な生活環境を

維持するための交通規制を実施します。 

さらに、主として歩行者及び自転車利用者が利用する道路については、歩行者用道路や

車両通行止め等、歩行者及び自転車利用者の安全を確保するための交通規制を実施しま

す。                  

 （警察本部交通規制課） 

 

イ 自転車の通行環境の整備 

良好な自転車交通秩序を自転車の通行環境の面から実現するため、道路管理者と連携

しつつ、普通自転車専用通行帯等の交通規制を推進するなど、歩行者、自転車及び自動

車が適切に分離された自転車通行空間の計画的な整備を推進します。 

また、普通自転車専用通行帯における駐停車禁止の規制を必要に応じて実施するなど

自転車通行空間の安全を確保します。 

（警察本部交通規制課） 

 

(2) 安全で機能的な都市交通確保のための交通規制 

安全で機能的な都市交通を確保するため、計画的に都市部における交通規制を推進し、

交通流・量の適切な配分・誘導を図ります。 

また、路線バス等大量公共輸送機関の安全・優先通行を確保するための交通規制等を

推進します。                       

 （警察本部交通規制課） 
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(3) 幹線道路における交通規制 

一般道路については、交通の安全と円滑化を図るため、道路の構造、交通安全施設の

整備状況、交通の状況等を勘案しつつ、最高速度規制、駐車・駐停車禁止及び追越しの

ための右側部分はみ出し通行禁止規制等について必要に応じた交通規制及び規制見直し

を行うなど、その適正化を図ります。 

（警察本部交通規制課） 

 

(4) 高速道路における交通規制 

供用予定の高速道路等については、その計画段階から当該道路の構造、一般道路との

取付け位置、方法、逆走防止対策、歩行者等の立入対策等について、道路管理者と十分

協議し、道路線形の改良、交通安全施設の整備等交通管理上必要な対策の申入れを行う

など先行対策を推進します。 

既に使用中の高速道路等については、交通事故の発生状況や逆走事案、歩行者等の立入事

案の状況を詳細に分析し、死亡事故等の重大事故発生地点や事故多発地点、インターチェン

ジ入口や車線合流部等の現地点検を道路管理者と共同で実施し、道路構造の改良、交通安全

施設の整備等必要な対策の申入れを行い、交通事故危険箇所の安全対策を推進します。 

（警察本部交通規制課、高速道路交通警察隊） 

 

(5) 合理的な交通規制の推進 

交通事故が多発する地域、路線においては、最高速度規制をはじめとする交通規制を

適切に実施します。また、その後の道路交通環境の変化等に応じた交通規制や規制の見

直しなどの合理的な交通規制を推進します。           

（警察本部交通規制課） 

  

４ 自転車利用環境の総合的整備 

(1) 自転車通行空間の整備 

ア 地方行政機関（国） 

直轄国道に関係する市町村が策定する自転車ネットワーク計画等のうち優先度の高い

区間において、自転車通行空間の整備を推進していきます。 

（関東地方整備局大宮国道事務所） 
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イ 県 

交通安全施設等の整備により自転車利用環境の向上を図ります。 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

自転車歩行者道整備費 40箇所 670,567 

社会資本整備総合交付金（交通安全）事業費 １箇所 60,000(33,000) 

自転車通行環境整備費 10箇所 114,492 

 

(2) 放置自転車等の解消 

ア 放置自転車クリーンキャンペーン事業 

放置自転車の解消を図るため、放置自転車クリーンキャンペーンを実施します。 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

ポスター等配布による啓発 2,000枚 100 

 

イ 放置自転車実態調査 

駅前放置自転車の実態を把握するため、駐輪場の整備状況、放置自転車台数などの調

査を実施します。（隔年度実施。昨年度実施。）      

 （県防犯・交通安全課） 

 

(3) 駅周辺等の自転車駐車場の整備 

市町村が行う駐輪場整備に対する国の交付金の活用について支援を行い、駐輪場の整

備促進を図ります。                      

（県市街地整備課） 

 

５ 高度道路交通システムの活用 

最先端の情報通信技術等を用いて交通管理の最適化を図るため、光ビーコンの機

能を活用してＵＴＭＳの整備を行うことによりＩＴＳ（Intelligent Transport 

Systems）を推進します。具体的には、運転者に対し、信号情報に基づく走行支援情

報を提供することで、通過予定の交差点において予測される信号灯火等を把握した

ゆとりある運転を促し、急停止・急発進に伴う事故の防止を図ること等を目的とし
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た信号情報活用運転支援システム（ＴＳＰＳ：Traffic Signal Prediction Systems）

等の整備を推進し、安全・快適にして環境にやさしい交通社会の実現を目指します。 

（警察本部交通規制課） 

 

６ 交通需要マネジメントの推進 

(1) 公共交通機関の利用の促進 

ア 大量輸送機関等の利用促進 

鉄道の混雑緩和や鉄道による県内各地の連携強化を図るため、各路線の輸送力増強を

促進します。また、公共交通機関として、鉄道とともに重要な役割を担うバスの円滑な

運行を図り、利便性の向上等を促進します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局、県交通政策課） 

 

イ 公共輸送機関の優先対策の推進 

都市部における円滑な道路交通を確保するため、交通管制システムの機能の拡充や公

共車両優先システム（ＰＴＰＳ：Public Transportation Priority Systems）の整備を

継続するとともに、これらと連携した道路整備に合わせて、公共輸送機関の優先対策を

推進します。                       

（警察本部交通規制課） 

 

(2) 自動車の効率的利用の促進 

円滑で安全な道路交通の確保に資するため、効率的な物資の輸送を進めます。                    

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

７ 災害に備えた道路交通環境の整備 

(1) 災害に備えた道路の整備 

ア 緊急輸送路上の橋梁の耐震補強の推進 

大規模な地震等の災害が発生した場合に重要な緊急輸送道路上の橋梁について、地震

に対する更なる安全性確保のため、橋梁補強等の耐震対策を推進します。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所） 
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イ 既設橋梁の耐震補強の推進 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

橋梁の耐震補強 63 箇所 3,528,600 

 

ウ 道路の占用を制限する区域 

道路法第３７条に基づく道路の占用を制限している区域は、以下のとおりです。 

(ｱ) 国土交通省管理道路 

 路線名 備 考 

１ 一般国道４号 草加市谷塚地先～久喜市栗橋北地先 

２ 一般国道 16号 入間市大字二本木地先～春日部市大字西金野井地先 

３ 一般国道 17号 東京都板橋区舟渡地先～児玉郡上里町大字勅使河原地先 

４ 一般国道 254号 川越市新宿町地先～同市大字大仙波地先 

５ 一般国道 298号 和光市新倉地先～三郷市高州地先 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所） 

 

(ｲ) 県管理道路 

 路線数 備 考 

１ 一般国道 122号外 12路線 第１次特定緊急輸送道路 

２ 一般国道 125号外 40路線 第１次緊急輸送道路 

３ 県道さいたま春日部線外 101路線 第２次緊急輸送道路 

（県道路環境課） 

 

(2) 災害に強い交通安全施設等の整備 

地震、豪雨・豪雪等による災害が発生した場合においても安全な道路交通を確保する

ため、交通管制システム、交通監視カメラの交通安全施設の整備を推進するとともに、

災害発生時の停電に起因する信号機の機能停止による混乱を防止するため、予備電源と

して自動起動式交通信号用発動発電機及び可搬式発動発電機の整備を推進します。 

（警察本部交通規制課） 

 

(3) 災害発生時における交通規制 

災害発生時は、必要に応じて緊急交通路を確保し、それに伴う混乱を最小限に抑える
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ため、被災地への車両の流入抑制等の交通規制を迅速かつ的確に実施します。 

また、災害対策基本法による通行禁止等の交通規制を的確かつ迅速に行うため、信号

制御等により被災地への車両の流入を抑制するとともに、迂回指示・広報を行い、併せ

て災害の状況や交通規制等に関する情報をカーナビゲーションや交通情報板等により提

供します。                       

（警察本部交通規制課） 

 

(4) 災害発生時における情報提供の充実 

災害発生時において、道路の被災状況や道路交通状況を迅速かつ的確に収集・分析・

提供し、復旧や緊急交通路、緊急輸送路等の確保及び道路利用者等への道路交通情報の

提供等に資するため、地震計、交通監視カメラ、車両感知器、道路情報提供装置・通信施

設、道路管理情報システム等の整備を推進するとともに、インターネット等情報通信技

術（ＩＴ）を活用した道路・交通に関する災害情報等の提供を推進します。 

車両の通行止め等必要な交通規制を行うとともに、迂回誘導、道路交通に関する情報

の提供等の措置を行います。 

（関東地方整備局大宮国道事務所、北首都国道事務所、熊谷地方気象台、警察本部交通規制課） 

 

８ 総合的な駐車対策の推進 

(1) 秩序ある駐車の推進 

ア 駐車規制及び駐車許可制度の適切な運用 

道路環境、交通量、駐車需要等の変化に対応したきめ細かな駐車規制の見直しを引き

続き推進します。 

駐車規制の除外対象となる車両に掲出するための標章の交付等については、関係者の

意見も踏まえつつ、適切な運用を図ります。        

 （警察本部交通規制課） 

 

イ 効果的な違法駐車取締りの推進 

(ｱ) 重点を指向した取締りの推進 

県下 27警察署において公表している駐車監視員活動ガイドラインに基づき、重点的

に巡回する地域、路線における、駐車監視員による放置駐車車両の確認、標章の取り

付け事務を行うとともに、警察官による放置駐車車両の取締りを推進します。また、

違法駐車の実態を反映させるため、駐車監視員活動ガイドライン等の定期的な見直し

を行います。 
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【事業主体】 警察本部交通指導課 

事業内容 事業費（千円） 

放置駐車違反取締強化対策経費 695,720 

 

(ｲ) 交通の危険を生じさせる放置駐車車両の早期排除 

道路における交通の危険を防止し、交通の円滑を図るため、著しい障害を生じさせ

る放置駐車車両は、レッカーによる移動措置を講じて、放置駐車車両を早期に排除し

ます。 

【事業主体】 警察本部交通指導課 

事業内容 事業費（千円） 

放置駐車違反取締強化対策経費 504 

 

(ｳ) 放置車両の使用者に対する責任の追及 

運転者の責任を追及できない放置駐車車両については、その使用者に対し放置違反

金納付命令及び車両の使用制限命令を行い、使用者としての責任を追及します。 

【事業主体】 警察本部交通指導課 

事業内容 事業費（千円） 

放置駐車違反取締強化対策経費 39,440 

 

(ｴ) 放置違反金の収納事務私人委託 

放置違反金の収納事務の私人委託（コンビニ収納）を行い、更なる放置違反金の未

収金削減を図ります。 

【事業主体】 警察本部交通指導課 

事業内容 事業費（千円） 

放置駐車違反取締強化対策経費 2,706 

 

(2) 駐車施設等の整備 

ア 駐車場整備の促進 

駐車場整備に関する調査を実施するとともに、駐車場整備地区の指定を促進します。

また、自動二輪車も駐車できる駐車場の整備を促進します。     

（県都市計画課） 
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イ 保管場所の確保 

(ｱ) 保管場所の確保及び格納の徹底 

交通渋滞や交通事故の原因、緊急自動車の活動の阻害要因となっている道路の車庫

代わり駐車を防止するため、広報活動、取締りを推進するとともに保管場所管理シス

テムを活用した自動車保管場所証明制度の適正な運用及び軽自動車の保管場所に係る

届出義務等の周知徹底を図り、安全で快適な道路環境の確保を促進します。 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業費（千円） 

保管場所の調査委託等 557,356 

 

(ｲ) 自動車販売業界に対する指導 

自動車の販売等に際しては、適正な保管場所が確保されるよう、自動車販売業界を

指導します。          

（警察本部交通総務課、交通指導課、交通規制課） 

 

 (3) 既存駐車施設等の活用促進 

無秩序な路上駐車を防止するため、道路状況や駐車実態を踏まえ、短時間駐車の需要

に対応するため、パーキング・メーター等の適正な運用を図ります。 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業費（千円） 

パーキング・メーター等の運用 27,803 

 

(4) 違法駐車防止気運の醸成・高揚 

ア 違法駐車防止気運の醸成 

違法駐車の排除及び適正な自動車の保管場所の確保等に関し、県民への広報活動を積

極的に推進するとともに、地域交通安全活動推進委員の活動の活性化等、関係機関・団

体等との緊密な連携を図り、違法駐車防止気運を高めます。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

イ 各種講習における広報指導 

運転免許証更新時講習、各事業所での交通安全講習等、各種講習の機会をとらえて、

違法駐車の危険性、迷惑性に関する講習を行い、違法駐車の防止を図ります。 

（警察本部交通総務課、運転免許課） 
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(5) ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進 

ア 大規模小売店舗立地法に基づく駐車場の整備 

 大規模小売店舗の立地に際して生じる交通渋滞、交通安全の問題に対して、大規模小

売店舗立地法に基づき、適正な計画となるよう建物設置者に配慮を求め、必要台数分の

駐車場を確保します。 

（県商業・サービス産業支援課） 

 

イ 駐車規制の見直し 

荷下ろし等のためのトラックの駐車場所の確保や自動二輪車等の駐車場所の不足等を

考慮し、周辺の交通環境や地域の意見要望を十分に踏まえ駐車規制の見直しを実施しま

す。 

（警察本部交通規制課） 

 

９ その他の道路交通環境の整備 

(1) 道路法非適用道路に係る交通安全施設の整備 

ア 水と緑に親しむみち管理事業 

緑のヘルシーロードを見沼代用水路沿いに、水と緑のふれあいロードを騎西領・中島

用水路沿いにそれぞれサイクリング、ジョギング、散策等多目的に利用できる道路とし

て整備し、多くの県民に利用されています。これらの利用者の安全な通行を図るために

道路補修、安全施設及び標識等の設置等維持管理を行います。 

【事業主体】 県農村整備課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

道路補修、安全施設の設置等 ２路線 18,000 

 

イ 農道整備事業 

農産物、生産資材の輸送を主体とする基幹的農道に架かる橋梁について、地震発生時

の安全確保と機能維持のため、耐震補強を実施します。併せて、老朽化した安全施設等

の修繕を行い、農村環境の整備改善を図ります。 

【事業主体】 県農村整備課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

橋梁補修、防護柵の設置等 道路保全２路線 222,600(62,700) 
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ウ 県営森林管理道事業 

森林管理道の安全な通行を推進するため、防護柵等を設置します。 

【事業主体】 県森づくり課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

防護柵の設置 1007.0ｍ 306,484(73,439) 

 

エ 補助営森林管理道事業（市町村管理） 

【事業主体】 県森づくり課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

防護柵の設置 228ｍ 193,195(982) 

 

(2) 交通公害の防止 

ア エコドライブの普及啓発等 

大気環境の改善と地球温暖化防止を図るため、自動車使用削減による地球温暖化対策

とエコドライブの普及啓発を推進します。  

（関東運輸局埼玉運輸支局、県大気環境課） 

【事業主体】 県大気環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

講習会の実施等 15 回 2,540 

 

イ ディーゼル車運行規制等の徹底 

ディーゼル車運行規制やアイドリング・ストップの徹底を図ります。 

【事業主体】 県大気環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

運行車両検査等 17回 6,396 

 

(3) 道路占用及び道路使用の適正化 

ア 道路使用許可の適正化 

道路使用許可に当たっては、道路本来の機能を確保するため、許可条件履行の確認等

を徹底し、無秩序な道路工事等を抑制するとともに、許可の適正化を図ります。 

（警察本部交通規制課） 
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イ 埼玉県交通安全活動推進センターに対する指導強化 

道路における危険の防止及び交通の安全と円滑を図るため、道路使用許可に関する調

査等埼玉県交通安全活動推進センターが行う事務について指導、監督を強化し、道路使

用の適正化を図ります。 

【事業主体】 警察本部交通規制課 

事業内容 事業費（千円） 

道路使用許可条件に関する履行確認の委託業務等 61,281 

 

(4) 子供の遊び場等の確保 

ア 公園等施設整備 

緑豊かな安らぎのある都市環境づくりを促進し、児童を交通事故から守る安全な遊び

場を確保します。 

【事業主体】 県公園スタジアム課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

都市公園の整備 ４箇所 594,458(307,229) 

※ 事業費は、公園建設のための用地費や施設整備費及び公園施設改修工事費の総額。 

 

イ 県立学校体育施設開放事業 

県立学校体育館施設の開放を推進し、スポーツを行う場を確保します。 

【事業主体】 教育局保健体育課 

事業規模 事業費（千円） 

173 校開放 2,087 

 

(5) 無電柱化の推進 

道路の防災性能の向上、通行空間の安全性・快適性の確保、良好な景観の形成等のさ

まざまな観点から、電線共同溝等による無電柱化を推進します。 

【事業主体】 県道路環境課 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

電線類地中化 15路線（17か所） 740,000 

【事業主体】 関東地方整備局大宮国道事務所 

事業内容 事業規模 事業費（千円） 

電線類地中化 ３路線（31か所） 2,981,000 
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 第２章 交通安全思想の普及徹底 

１ 高齢者に対する交通安全教育の推進 

(1) 高齢者に対する交通安全教育 

ア お達者訪問フォローアップ大作戦（高齢者世帯訪問事業） 

民生委員及び交通安全母の会会員が高齢者世帯を訪問し、交通安全についての啓発活

動を実施します。また、交通安全活動だけでなく、防犯活動や悪質商法の被害防止活動

も同時に行うことにより、一石三鳥を目指します。 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業規模 事業費（千円） 

約 45万世帯 1,800 

 

イ 老人クラブにおける交通安全教室の開催 

老人クラブにおける交通安全教室の積極的な開催を促し、高齢者の交通安全意識の高

揚を図ります。 

（県防犯・交通安全課） 

 

ウ 老人福祉センター等における交通安全アドバイス制度 

高齢者の交通事故を防止するため、高齢者が多く集まる場所において施設職員等がワ

ンポイントアドバイスを実施し、機会を捉えた交通安全意識の啓発を図ります。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

エ 総合的な高齢者交通安全対策の推進 

高齢者の交通事故を抑止するため、関係機関・団体との連携を図り、高齢者自身に対

する交通安全意識の高揚及び高齢者をいたわる社会環境づくりを進め「安全で安心して

暮らせる社会」の実現を図ります。 

（警察本部交通総務課） 

 

オ 交通ボランティア団体に対する協力支援 

交通安全母の会等のボランティア団体で構成されている高齢者交通安全声掛け隊が高

齢者世帯を訪問して行う交通安全ワンポイントアドバイスを効果的に推進するため、高

齢者事故実態に関する資料を作成配布するなどの支援を積極的に行います。             

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 
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【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業内容 事業費（千円） 

長寿社会対策推進経費 2,026 

 

カ 高齢者に配意した運転者対策の推進 

関係機関・団体と連携し、高齢者に配意した運転意識の普及を図るとともに、高齢者

疑似体験等を取り入れた講習会を開催し、高齢者をいたわる安全運転への自主的な気運

と思いやりのあるドライバーを醸成する対策を推進します。 

（警察本部交通総務課） 

 

キ 高齢者自転車安全講習制度による修了証の交付 

65歳以上の高齢者を対象とした自転車に関する講習（安全教育、学科試験、実技試験）

を実施し、講習修了者に「修了証」を交付します。 

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業規模 事業費（千円） 

3,600人 380 

 

(2) 高齢運転者に対する交通安全教育 

ア 高齢運転者の安全運転に対する意識高揚 

相次ぐ道路の逆走や操作ミスによる事故の防止を図るため、高齢者が交通事故の加害

者になる可能性があるという観点に基づき、身体機能や認知機能の低下を認識させるな

ど、安全運転への意識を高めることを目的とした啓発活動を実施します。 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

高齢運転者の交通安全教育・啓発 2,777 

 

イ 高齢運転者の運転免許自主返納支援体制の強化 

市町村や地域包括支援センター等で受けた運転免許自主返納に関する相談について、

助言や個別支援を行ったり、返納後の支援に関する情報を共有するなどのサポートを行

うことで、自主返納の促進を図り、高齢運転者が原因となる交通事故の減少を目指しま

す。 
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【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

自主返納サポートセミナーの実施等 1,020 

 

２ 子供に対する交通安全教育の推進 

(1) 幼児に対する交通安全教育 

ア 幼稚園、保育所等関係機関・団体との協力による交通安全教育 

生涯教育の第一歩として、身近な生活における交通安全に必要な基礎的習慣や行動を

身に付けさせるため、幼稚園、保育所等、関係機関・団体との協力により、日常の生活を

はじめ、あらゆる機会をとらえ、各種交通安全教育資器材等を活用した交通安全教育を

推進します。  

（県学事課、防犯・交通安全課、少子政策課、警察本部交通総務課） 

 

イ 新入学園児の交通事故防止運動 

交通ルールに不慣れな新入学園児を交通事故から守るため、新入学園児を対象とした

交通安全運動を実施します。 

（警察本部交通総務課） 

 

(2) 小学生に対する交通安全教育 

小学生に対する交通安全教育は、心身の発達の段階や地域の実情に応じて歩行者及び

自転車の利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに、道路及び交通の状況に

応じて、安全に道路を通行するために、道路における危険を予測し、これを回避して安

全に通行する意識及び能力を高めることを目標とします。 

家庭及び関係機関・団体等と連携・協力をして、体育科、特別の教科道徳、総合的な学

習の時間、特別活動等の教育活動全体を通じて、歩行者としての心得、自転車の安全な

利用、乗り物の安全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの意味と必要性等について

重点的に交通安全教育を実施します。 

（県学事課、防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

ア 参加・体験・実践型の交通安全教育 

児童は、心身の発達が目覚ましく、発達の段階に応じて、学年毎に、模擬信号機等を活

用して、歩行者としての安全な通行方法、自転車の正しい乗り方等について重点的に指



第２章 交通安全思想の普及徹底 

  28  

導するとともに、子供自転車運転免許制度の推進など、体験的・実践的な交通安全教育

を実施します。 

（教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

イ 交通ボランティアによる通学時の安全な通行の指導 

交通ボランティアによる街頭における立哨活動等を通じて、登下校時などの児童に対

して交通安全指導を実施します。 

（県防犯・交通安全課） 

 

(3) 中学生に対する交通安全教育 

中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、自

転車を安全に利用するために必要な技能と知識を十分に習得させるとともに、思いやり

をもって、自己の安全ばかりでなく、他の人々の安全にも配慮できるようにすることを

目標とします。 

家庭及び関係機関・団体等と連携、協力しながら、保健体育科、特別の教科道徳、総合

的な学習の時間、特別活動等を中心として、歩行者の心得、自転車の安全利用、自動車

等の特性、標識等の意味について、模擬交通事故見学の活用等により、事故の恐ろしさ

を体験させるなど、体験的・実践的な交通安全教育を実施します。埼玉県安全教育研究

協議会と連携を図り、交通事故防止を推進します。 

（県学事課、防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

ア 自転車マナーアップ推進校の指定 

自転車マナーアップ推進校として各警察署管内の中学校を１校以上指定し、指定され

た学校の生徒の自主的な交通安全活動や学校ぐるみで行う自転車事故防止活動の推進を

図っていくことで、交通安全意識の高揚を図ります。 

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業規模 事業費（千円） 

39校（各警察署１校以上） ８（中・高合算） 

 

イ 交通ボランティアによる通学時の安全な通行の指導 

交通ボランティアによる街頭における立哨活動等を通じて、登下校時などの生徒に対

して交通安全指導を実施します。              

 （県防犯・交通安全課） 
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(4) 高校生に対する交通安全教育 

高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特に、自

転車を安全に利用するために必要な技能と知識を習得させるとともに、交通社会の一員

として交通ルールを遵守し、自他の生命を尊重するなど責任をもって行動できる健全な

社会人を育成することを目標とします。 

家庭及び関係機関・団体等と連携、協力しながら、保健体育科、総合的な探究の時間、

特別活動等を中心として、自転車の安全利用、自動車等の特性について、衝突実験車の

活用等により、事故の恐ろしさを体験させるなど、体験的・実践的な交通安全教育を実

施します。指導用参考資料の配布や研修会、関係機関・団体からの指導者派遣・情報提

供等の支援を実施します。 

高等学校安全教育研究会と連携し、安全教育指導資料（埼玉県教育委員会作成）の活

用等により、危険予測や回避する能力を高め、交通事故防止を徹底します。 

（県学事課、防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

ア 埼玉県高校生自転車安全教育プログラム 

(ｱ) 埼玉県高校１年生自転車安全運転講習会 

自転車事故死傷者数が最多となる高校１年生を対象に、各実施校の教職員等が指導

者となる自転車安全運転講習会を実施することで、高校生の自転車事故防止を図りま

す。    

（教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

 (ｲ) 自転車安全運転推進講習会の開催 

高校生の自転車交通事故の防止を推進するため、推進講習を受講した高校生自らが

講師役となり、自校生徒に対して自転車運転に関するマナーアップのための講習会を

実施するほか、各学校の自転車安全利用指導員の活用により、高校生の交通安全意識

の向上を図ります。 

【事業主体】 教育局保健体育課 

事業規模 事業費（千円） 

地区別講習会（139校） 3,066 

 

イ 自転車マナーアップ推進校の指定 

自転車マナーアップ推進校として各警察署管内の高等学校を１校以上指定し、指定さ

れた学校の生徒の自主的な交通安全活動や学校ぐるみで行う自転車事故防止活動の推進

を図っていくことで、交通安全意識の高揚を図ります。 
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【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業規模 事業費（千円） 

39校（各警察署１校以上） ８（中・高合算） 

 

ウ 自動二輪車等の交通安全講習 

自動二輪車等の運転免許を所持し運転している高校生に対し、交通安全意識を啓発し、

交通社会の一員となる自覚や資質向上を図り、必要な知識及び技能を取得させるため、

交通安全講習を実施します。 

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

３ 成人等に対する交通安全教育の推進 

(1) 若者に対する交通安全教育 

10 代から 30 代の若者に交通社会人としての社会的責任を自覚させ、安全マインドの

向上を図るため、各種交通安全運動等の社会活動に積極的に参加させることにより、交

通安全に注意を向けさせるとともに、自主的な交通安全活動を促進します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

(2) 成人に対する交通安全教育 

ア 運転者に対する交通安全教育 

社会的責任を自覚した運転者を育成するため、地域、職場における講習会の開催や関

係機関・団体の諸活動を通じての運転者教育を積極的に実施します。 

（警察本部交通総務課） 

 

イ 雇用者等に対する交通安全教育の推進 

職場における交通安全教育の中で、雇用者等が従業員に行うものが効果的であること

から、安全運転管理者等に対する法定講習のほか、交通安全推進事業所協会等関係団体

が行う講習会活動に対し必要な助言と支援を行います。 

（警察本部交通総務課） 

 

ウ 歩行者・自転車利用者に対する交通安全教育 

交通社会の一員として、当然守るべきルールの周知を図るため、関係機関・団体と連

携して安全教育や街頭活動を通じて安全指導を積極的に実施します。 
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また、被害軽減対策として、特に子供と高齢者に対する自転車用ヘルメットの着用促

進及び夜間における視認性向上を目的とした反射材の着用促進を図ります。 

（警察本部交通総務課） 

 

(3) 障害者に対する交通安全教育 

障害者に対する交通安全教育については、可能な限り、模擬信号機等を活用して、歩

行者としての安全な通行方法について指導する等、障害の特性に応じて体験的な交通安

全教育を推進します。                   

（警察本部交通総務課） 

 

(4) 外国人に対する交通安全教育 

ア 外国人に対する交通安全講習会の実施 

本県に居住・就業する外国人に対して交通安全講習会を実施するとともに、「交通安全

教育テキスト～外国人向け・８か国語」等の資料を配付し、交通事故防止についての意

識を啓発します。   

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業規模 事業費（千円） 

外国人向け交通安全教育テキスト 300 冊 100 

 

イ 外国人の運転免許切替えにおける適切な対応 

運転免許センターにおいて、外国免許から日本免許への切替え申請に当たり、受験者

の利便性向上を図るため、日本語を含む英語、中国語、ポルトガル語等 11か国語の知識

確認問題を作成する等、外国人の運転免許試験に対する適切な対応を実施します。 

（警察本部運転免許試験課） 

 

ウ 外国語による学科試験実施へ向けての取組み 

運転免許センターにおいて、外国人の運転免許取得に関する利便性向上を図るため、

英語、ポルトガル語による学科試験を実施し、外国人の運転免許試験に対する適切な対

応を推進します。                  

 （警察本部運転免許試験課） 
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エ 外国人向け生活ガイドによる情報提供 

「埼玉県外国人の生活ガイド」（日本語のほか、英語、中国語、ポルトガル語、スペイ

ン語、韓国・朝鮮語、タガログ語、ベトナム語）の中で、交通ルール、交通事故が発生し

た場合の対処の仕方や、交通事故相談の情報提供を行います。 

このガイドは埼玉県ホームページに掲載し、市町村等に周知します。 

【事業主体】 県国際課 

事業内容 事業費（千円） 

外国人向け生活ガイドの作成・翻訳 358 

 

４ 地域ぐるみの交通安全教育の推進 

公安委員会が委嘱した 767名の地域交通安全活動推進委員や交通指導員などの交

通安全ボランティアを、地域住民に対する交通安全教育指導者として育成し、地域

の実態に即したきめ細かい交通安全教育を推進します。 

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業規模 事業費（千円） 

地域交通安全活動推進委員関係 21,185 

 

５ 交通安全教育指導者の養成・活用 

ア 学校安全教育指導者研修会の開催 

学校安全教育指導者研修会を開催し、各学校における児童生徒の生活を取り巻く生活

安全及び交通安全等に関する研修を行い、もって教員の指導力を高め、交通安全指導の

徹底を図ります。 

【事業主体】 教育局保健体育課 

事業規模 事業費（千円） 

２回 359 

 

イ 交通安全まなび隊活動推進事業 

様々な特技や教養をもつ交通安全ボランティアを育成して、交通安全教育を幅広く各

年齢層にまで広めていきます。特に、高齢者に対しては、加齢に伴う身体機能の変化を

把握させるメニューを取り入れながら参加・体験・実践型の交通安全教育を実施し、交

通安全意識の高揚を図ります。 
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【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

県民ボランティアの育成 80 

 

ウ 長寿社会シルバーリーダー活用制度 

高齢者を交通安全指導者（シルバーリーダー）として委嘱し、地域での交通安全活動

を実施してもらい、高齢者を交通事故から守る意識の高揚を図ります。 

（県防犯・交通安全課） 

 

エ 交通安全教育技能コンクールの開催 

交通安全教育技能コンクールを開催し、交通安全教育活動の底辺の拡充、技能向上及

び自主活動の活性化を図ります。              

（警察本部交通総務課） 

 

６ 自転車の安全利用の推進 

ア 「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」に基づく交通安全対策 

(ｱ) 自転車安全利用五則を活用した交通ルールの周知 

自転車の基本的な交通ルールである「自転車安全利用五則」を活用し、街頭での指

導取締り、キャンペーン、広報啓発活動等、あらゆる機会を通じて、自転車の交通ルー

ルの周知に努めます。 

※自転車安全利用五則(平成 19 年 7 月 10 日中央交通安全対策会議交通対策本部決定) 

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外 

２ 車道は左側を通行 

３ 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

４ 安全ルールを守る 

 ・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止  

 ・夜間はライトを点灯  

 ・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

５ 子どもはヘルメットを着用 

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

(ｲ) 自転車の交通マナー向上 

関係機関・団体と連携し、自転車の安全利用と自転車用ヘルメットの着用促進を重
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点とした広報啓発活動を推進するとともに、「自転車マナーアップ推進校の指定」、「自

転車マナー向上アドバイザー制度」を通じ、自転車の交通マナーの向上を図ります。       

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

(ｳ) 自転車指導警告カードを活用した指導・警告活動等の強化 

自転車利用者の交通ルール遵守を徹底するため、街頭での自転車指導警告カードを

活用した指導・警告活動を強化するとともに、自転車指導啓発重点地区・路線を中心

とした指導啓発活動を積極的に推進し、多発傾向にある自転車事故を防止します。 

（警察本部交通総務課、交通指導課） 

 

(ｴ) 自転車用ヘルメットの普及促進 

キャンペーン等による自転車用ヘルメットの配布、交通安全教育や各種広報媒体の

活用による効果の周知など、自転車用ヘルメット普及の広報啓発活動等を実施し、頭

部負傷事故の防止及び被害軽減を図り、自転車乗用中の死亡事故を抑止します。 

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

  

(ｵ) 自転車損害賠償保険等の加入促進 

埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例で義務となっている自転車損害賠償

保険等の加入について、広報チラシ等を用いて周知します。また、自動車保険等の損

害保険に特約で加入できる個人賠償責任保険や、自転車安全整備店で購入、点検整備

した自転車に貼られるＴＳマークに付帯した保険についても周知します。 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

チラシ等による広報啓発 4,000 

 

(ｶ) 自転車安全利用指導員の育成及び支援 

交通安全に関する講話、テキスト配布による研修を年に 1回以上実施します。また、

ボランティア保険の加入、啓発品の提供等の活動支援を行います。 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

研修会の実施及びテキスト・啓発品の作成等 4,133 
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イ 九都県市合同による自転車安全利用対策 

自転車の交通ルールの遵守とマナー向上を図るため、九都県市の共通課題である自転

車安全利用対策に九都県市で取り組むことにより、県下市町村での取組を促進します。 

※ 九都県市：埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市  

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

チラシ・ポスターの作成 100 

 

ウ 子供自転車運転免許制度推進事業 

県下 39警察署において、小学４年生を中心とした自転車に関する講習（安全講習、学

科試験、実技試験）を実施し、学科及び実技試験で基準点以上を取得した者に「子供自

転車運転免許証」を交付します。 

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業規模 事業費（千円） 

小学４年生(約 32,000人) 942 

 

エ 高齢者自転車安全講習制度推進事業 

65歳以上の高齢者を対象とした自転車に関する講習（安全教育、学科試験、実技試験）

を実施し、講習修了者に「修了証」を交付します。 

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業規模 事業費（千円） 

65歳以上(3,600人) 380 

 

７ 交通安全に関する普及啓発活動の推進 

(1) シートベルト及びチャイルドシートの着用等の徹底 

８月１日から８月３１日までの１か月間に「チャイルドシート・シートベルト着用強

化月間」を実施します。実施期間中には、県警察や市町村、民間企業等を含む県交通安

全対策協議会と協力して、各種媒体を活用した広報活動や交通安全キャンペーンを実施

します。また、後部座席を含めた全席でのシートベルト着用に向け、高速道路、一般道

路における指導・取締りを推進します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課、交通指導課） 
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(2) 飲酒運転の根絶 

ア 飲酒運転を許さない社会環境の醸成 

飲酒運転を根絶するため、県、市町村をはじめ交通関係機関・団体のほか、安全運転管

理者、酒類製造・販売業者、酒類提供飲食店等とともに、広報啓発活動を推進し、飲酒運

転に厳しい規範意識の確立を図ります。 

また、県警察では、平成 28 年 12 月に酒類提供飲食店が加盟する埼玉県鮨商生活衛生

同業組合他４組合及び埼玉県交通安全協会による「飲酒運転根絶に関する協定」を締結

してハンドルキーパー運動を推進するとともに、飲酒の影響、飲酒習慣についての正し

い知識の普及など、総合的に飲酒運転防止対策を推進します。 

各種交通関係機関・団体や酒類提供業者等を巻き込み、個々の自主的な広報・啓発活

動を積極的に展開するとともに、飲酒運転取締りを強化し、飲酒運転周辺者三罪の捜査

を徹底するなど、県下全域による「飲酒運転根絶運動」を展開することにより、飲酒運

転を許さない社会環境の醸成を図ります。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課、交通指導課） 

 

イ 飲食店組合等と連携した啓発活動 

県警、市町村、交通安全対策協議会、飲食店組合と連携し、飲酒運転根絶に向けた街頭

活動などを行います。併せて、飲食店組合等と連携し、酒類提供者に対する啓発用チラ

シの配布、年次総会に於ける飲酒運転の根絶に向けた講話などを実施し、酒類提供者に

対する啓発活動も行います。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

(3) 危険ドラッグ等違法薬物対策の推進 

危険ドラッグ等違法薬物の危険性・有害性に関するポスター等を関係機関・団体に配

布する等の普及啓発を図ります。 

（県防犯・交通安全課、薬務課、警察本部交通総務課） 

 

(4) 夕暮れ時・夜間の交通事故防止対策の推進 

ア 夕暮れ時早めのライト点灯の推進 

夕暮れ時から夜間の時間帯に多発する事故を防止するため、一年を通して、日没前の

時間におけるライト点灯を推進します。普及啓発に当たっては、早めのライト点灯を重

点の１つとする「きらめき ３ Ｈ 運動」のポスターを１万枚、リーフレットを 25万部作

製するなど、各種媒体を活用した広報活動を実施します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

トリプルエイチ 
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イ 反射材普及事業の実施 

薄暮時、夜間の交通事故防止のため、県交通安全協会や県トラック協会などの交通安

全関係団体と実施する「埼玉交通安全フェア」において、反射材の効果体験を通じて反

射材用品の普及事業を実施します。 

また、その他の交通安全イベントにおいても反射材用品の普及、明るい服装等の着用

促進を図ります。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

(5) 効果的な広報の実施 

ア テレビ（テレビ埼玉）による広報 

県政広報番組「いまドキッ！埼玉」による広報を実施します。 

（県広聴広報課） 

 

イ ラジオ（エフエムナックファイブ）による広報 

県政広報番組「朝情報★埼玉」による広報を実施します。  

（県広聴広報課） 

 

ウ 広報紙による広報 

「彩の国だより」による広報を実施します。           

（県広聴広報課） 

 

エ ウェブによる広報 

県ホームページ、ＳＮＳ、県スマートフォンアプリ「ポケットブックまいたま」による

広報を実施します。                      

 （県広聴広報課） 

 

オ 交通安全メッセージによる広報 

交通安全対策の一層の推進を目的とする知事メッセージを、ボランティア団体である

「交通安全母の会」に寄託し、全 63市町村に伝達します。交通事故が多発している市町

村については、埼玉県交通安全母の会連合会の正副会長が各市町村長に知事メッセージ

を伝達します。 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

知事によるメッセージの発出及び母の会による伝達 29 
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カ コンビニエンスストア・店舗での広報 

身近な存在であるコンビニエンスストア・店舗などで交通安全に関するチラシを掲出

し、広く県民に交通安全思想の普及・啓発を図ります。 

（県防犯・交通安全課） 

 

キ 交通安全ビデオの整備 

幼児・小・中・高校生、若者、高齢者等対象別に交通安全ビデオを整備し、貸出を行い

ます。 

（県防犯・交通安全課） 

 

ク マスメディアによる広報の推進 

 マスメディアによる広報効果は極めて高いことから、新聞、ラジオ、テレビ等のマス

メディアを活用し、高齢者や自転車の事故防止等を重点とした交通安全広報を実施しま

す。                           

（警察本部交通総務課） 

 

ケ 交通安全教育車の活用 

県民ニーズに応える交通安全教育を推進するため、個別の要請に対する派遣型の教育

を実施するなど、交通安全教育車を積極的に活用します。   

（警察本部交通総務課） 

 

８ 県民総ぐるみの交通安全運動等の推進 

ア 各種交通事故防止運動・活動の推進 

年間を通じた交通安全県民運動を推進するとともに、春及び秋の全国交通安全運動の

ほか、夏季、冬季等交通事故が多発する時期をとらえ、運動の重点目標と対象を明確に

定め、県民がそれぞれの立場に応じて参加できる幅広い運動を、次のとおり強力に推進

します。 

運動の種類 実施期間 

高齢者を交通事故から守る県民運動 

～きらめき ３ Ｈ 運動の推進～ 
令和２年４月１日 ～ 令和３年３月31日 

ぐるっと埼玉サイクルマナーアップ県民

運動～毎月 10日は自転車安全利用の日～ 
令和２年４月１日 ～ 令和３年３月31日 

トリプルエイチ 
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新入学(園)児の交通事故防止 令和２年２月１日 ～ 令和２年４月５日 

チャイルドシート・シートベルト着用 

強化月間 
令和２年８月１日 ～ 令和２年８月31日 

反射材着用強化月間 令和２年10月１日 ～ 令和２年10月31日 

飲酒運転根絶強化月間 令和２年12月１日 ～ 令和２年12月31日 

春の全国交通安全運動 令和２年４月６日 ～ 令和２年４月15日 

夏の交通事故防止運動 令和２年７月15日 ～ 令和２年７月24日 

秋の全国交通安全運動 令和２年９月実施予定 

冬の交通事故防止運動 令和２年12月１日 ～ 令和２年12月14日 

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課 

事業内容 事業費（千円） 

啓発ポスター作成等 県：1,305 県警：261 

 

イ 交通安全イベント等の実施 

交通安全関係団体などと協力して、交通安全イベントを開催し、交通安全意識の向上

を図ります。 

また、「交通安全功労者等表彰式（主催：県警察、県教育委員会、県交通安全対策協議

会）」を開催し、交通安全に多大な貢献をした個人・団体や、年間を通じて交通死亡事故

がゼロの市町村等を表彰し、交通安全意識のさらなる高揚を図ります。 

（県防犯・交通安全課、教育局保健体育課、警察本部交通総務課） 

 

ウ 事故の発生状況に応じた交通安全活動の推進 

県内で交通死亡事故が多発した場合、知事が非常事態宣言を発令し、県警や関係機関

と連携して対策を強化します。 

さらに、知事が交通死亡事故の多発している市町村を交通事故防止特別対策地域とし

て指定し、被指定市町村や当該地域を管轄する警察署等と協力して、地域の実情に応じ

た交通事故防止を短期間に集中的に実施します。 

また、警察本部においても、当該地域を管轄する警察署を交通事故防止最重点警察署

に指定し、交通事故防止対策を推進します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 
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【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

非常事態宣言発令の一斉広報等 6,810 

 

９ 民間交通安全団体等の主体的活動の促進 

ア 埼玉県交通安全対策協議会の支援 

埼玉県交通安全対策協議会が実施する各種の交通安全対策事業の補助を行います。 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

交通安全対策事業の補助 2,320 

 

イ 埼玉県交通安全母の会連合会の支援 

市町村交通安全母の会を構成員とする埼玉県交通安全母の会連合会を支援します。 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

母の会連合会の支援 1,620 

 

ウ 一般社団法人埼玉県ダンプカー協会の支援 

一般社団法人埼玉県ダンプカー協会が実施する交通安全指導事業及び自動車事故防止

事業を支援することにより交通事故の防止を図ります。 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

ダンプカー協会の支援 1,080 

 

エ 埼玉県交通安全協会への指導 

交通事故のない安全で安心な地域社会を実現するため、交通安全子供自転車大会の開

催、機関誌・テレビ放送等の広報啓発、交通功労者等の表彰などの埼玉県交通安全協会

の活動が積極的かつ効果的に推進されるよう、必要な指導・助言を行います。 

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業内容 事業費（千円） 

交通安全協会の支援 2,810 
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オ 埼玉県安全運転管理者協会の指導 

交通事故のない安全で平穏な交通社会を実現するため、安全運転管理に関する広報・

啓発・研修・指導、優良事業所等の表彰などの埼玉県安全運転管理者協会の活動が積極

的かつ効果的に推進されるよう、必要な指導・助言を行います。 

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業内容 事業費（千円） 

安全運転管理者協会の支援 730 

 

カ 埼玉県高速道路交通安全協議会の指導 

高速道路における交通安全活動の推進を図るため、高速道路交通安全広報隊による広

報啓発活動、研修会・講習会の開催等の事業の充実について積極的に指導します。 

【事業主体】 警察本部高速道路交通警察隊 

事業内容 事業費（千円） 

高速道路交通安全協議会の支援 660 

 

キ 地域交通安全活動推進委員の指導 

地域交通安全活動推進委員の活動の基準、任務の遂行、資質の向上のための講習会の

実施等について積極的に指導するとともに、埼玉県地域交通安全活動推進委員協議会連

合会の効果的な運用及び自主的な活動を促進します。 

（警察本部交通総務課） 

 

ク 埼玉県二輪車普及安全協会の指導 

二輪運転者、特に若年運転者の交通安全意識向上を図るため、研修会・講習会の開催

等事業の充実について、積極的に指導します。      

（警察本部交通総務課） 

 

ケ 埼玉県交通安全推進事業所協会の指導 

交通安全意識の普及と高揚を図り、交通事故のない安全で平穏な交通社会を実現する

ため、広報・啓発、研修、交通安全功労者等の表彰などの埼玉県交通安全推進事業所協

会の活動が積極的かつ効果的に推進されるよう、必要な指導・助言を行います。 

（警察本部交通総務課） 
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コ 埼玉県交通安全活動推進センターの指導 

交通安全や交通事故防止に関する広報・啓発、照会や相談等、道路交通法に定める事

業が積極的かつ適正に運営されるよう必要な指導を行います。                        

（警察本部交通総務課） 

 

サ 自動車運転代行業者の指導 

自動車運転代行業者の業務の適正指導のため、事業所への立入検査や遵守事項につい

ての講習会等を実施します。 

（警察本部交通総務課） 

 

シ 埼玉県指定自動車教習所協会の指導 

運転者教習水準の向上を図るため、研修会の開催、調査研究等の事業の充実について、

積極的に指導します。 

（警察本部運転免許課） 

 

ス 埼玉県交通教育協会の指導 

運転者の資質向上を図るため、運転適性診断の実施、資料の作成等の事業の充実につ

いて、積極的に指導します。 

（警察本部運転免許課） 

 

セ 埼玉県道路使用適正化協会の指導 

道路使用の適正化を図るため、会報の発行、講習会の開催、保安資器材の研究・開発等

の事業の充実について積極的に指導します。          

（警察本部交通規制課） 

 

ソ 埼玉県安全教育研究協議会、埼玉県高等学校安全教育研究会への助成 

安全教育の振興を図るために、小・中及び高等学校の教員により組織されている研究

団体に助成を行い、交通安全教育の普及・徹底を図ります。 

【事業主体】 教育局保健体育課 

事業内容 事業費（千円） 

研究団体の助成 340 
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タ 県民ボランティア「交通安全まなび隊」の活用 

県民ボランティア「交通安全まなび隊」について、市町村や各地域の要請等に基づき

派遣し、参加・体験・実践型の交通安全教育を行います。 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

ボランティアによる交通安全教育 1,200 

 

１０ 交通事故被害者等と連携した交通安全教育の推進 

交通事故は、被害者の人生だけではなく加害者の人生をも狂わせてしまうもので

す。交通事故被害者等の体験談は、交通事故の悲惨さを伝え、交通安全意識を高め

るものです。各種交通安全イベント等において、交通事故被害者等と連携した交通

安全教育を推進します。 

（県防犯・交通安全課） 
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第３章 安全運転と車両の安全性の確保 

１ 安全運転の確保 

(1) 運転者教育等の充実 

ア 運転免許取得希望者に対する教育の充実 

(ｱ) 自動車教習所教習の充実 

生涯無事故無違反を目指す運転者を育成するため、初心運転者教育の中核をなす指

定自動車教習所の指導員等の資質の向上方策を推進し、教習水準の向上を図ります。 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

教習所指導員等に対する法定講習 10,244 

 

(ｲ) 応急救護処置講習の実施 

普通免許等を受けようとする者に、安全運転の知識・技能、危険予測運転及び交通

事故現場において負傷者を救護するための応急処置方法等を習得させるため、大型車

講習、中型車講習、普通車講習、準中型車講習、二輪車講習(大型・普通)、旅客車講習

(大型・中型・普通)及び応急救護処置講習を実施する機関との連携を図ります。                          

（警察本部運転免許課） 

 

イ 運転者に対する教育の推進 

(ｱ) 高度研修施設における運転者教育の奨励 

安全運転中央研修所における各種の訓練施設を活用した運転者教育を推進するため、

関係機関団体を通じ、自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従

事する者等に対し、安全運転中央研修所への入所について積極的に奨励します。                          

（警察本部交通総務課） 

 

(ｲ)  自動車安全運転センター業務の支援 

運転者に対する安全運転意識の高揚を図るため、自動車安全運転センターが行う通

知業務（交通違反等により一定の累積点数となった者に対する通知）を支援します。 

【事業主体】 警察本部交通総務課、運転管理課 

事業内容 事業費（千円） 

通知業務の支援 5,419 
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(ｳ) 初心者運転者期間制度の充実 

初心運転者に対する教育の充実を図るため、指定講習機関との連携を図ります。 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

初心運転者の再教育 2,517 

 

(ｴ) 取消処分者講習の充実 

運転免許の取消処分を受けた者、若しくは免許が失効したため、取消処分を受けな

かった者が、免許を再取得しようとするときは、取消処分者講習制度による再教育の

充実を図ります。 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

免許再取得に係る再教育 9,113 

 

(ｵ) 停止処分者講習の充実 

自己中心的な運転マナーを矯正し、ルールを正しく実践できる心の醸成を図るなど、

停止処分者講習が効果的に行われるよう講習実施機関との連携を図ります。 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

停止処分者に対する再教育 163,476 

 

(ｶ) 違反者講習の充実 

運転免許の停止処分を課すことなく、教育効果が期待できる者に対する違反者講習

が、効果的に行われるよう講習機関との連携を図ります。 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

違反者の資質の改善 79,189 

 

(ｷ) 運転免許証更新時講習の充実 

安全マインドや危険予知能力の向上を図るため、受講者の態様に応じたきめ細かな

講習を実施します。 
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【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

運転者の安全意識の向上 605,997 

 

(ｸ) 特定任意講習の推進 

安全マインドを継続して保持していく運転者を育成するため、地域、職域及び団体

などの受講を希望する者を対象とした講習が、視聴覚教材等を活用するなど効果的に

行われるよう講習実施機関との連携を図ります。 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

公安委員会が任意に行う更新時講習と同等の講習 145 

 

(ｹ) 認知機能検査及び高齢者講習等の推進 

運転免許証の更新等を希望する 75 歳以上の高齢者に対する認知機能検査を公安委

員会が直接実施することにより、引き続き予約待ち日数の短縮を図ります。 

高齢者講習の実施にあたっては、運転適性検査器材等を活用し、個々に応じた具体

的な実車指導等、講習が効果的に行われるよう講習実施機関との連携を図ります。 

併せて、公安委員会が直接実施する高齢者講習の実施枠を拡大実施します。 

さらに、県内の予約状況を一元管理した上で、受検・受講までの待ち日数が短い実

施会場を指定するなど、認知機能検査及び高齢者講習の円滑な実施のための取組を計

画的に推進します。 

認知機能が低下した高齢運転者対策としては、75歳以上の高齢運転者が、認知機能

が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める違反行為をした場合に受検す

る臨時認知機能検査の結果、一定の基準に該当する場合に受講することとなる臨時高

齢者講習において、指導等が効果的に行われるよう講習実施機関との連携を図ります。 

 【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

認知機能検査及び高齢者講習等の実施 1,114,519 

 

(ｺ) 臨時適性検査等の実施 

75歳以上の高齢者が受検する認知機能検査及び臨時認知機能検査を基とした臨時適

性検査の対象者について、医療機関と連携し、臨時適性検査等を円滑かつ確実に実施



第３章 安全運転と車両の安全性の確保 

  47  

します。 

また、運転適性相談の結果や、各種警察活動を通じて、認知症の疑いのある運転者

の把握に努め、的確に臨時適性検査を行うとともに、認知症であることが判明した場

合は運転免許の取消し等の行政処分を行います。 

（警察本部運転管理課、運転免許試験課） 

 

(ｻ) 自動二輪車安全運転講習の推進 

二輪免許所持者の交通安全意識及び運転技能の向上を図るため、埼玉県二輪車安全

運転推進委員会が行う二輪車安全運転講習に対し、会場の提供、講習内容の指導、助

言等積極的な協力を行います。 

（警察本部交通総務課、運転免許課、運転免許試験課） 

 

(ｼ) 原付講習実施機関に対する指導・監督 

原付講習受講者に安全知識及び運転技能を習得させるため、原付講習実施機関との

連携を図ります。                 

   （警察本部運転免許課） 

 

(ｽ) 障害者等に対する運転適性相談活動の推進 

障害者及び一定の症状を呈する病気等にかかっている者の運転免許の取得について、

運転適性相談活動の充実を図ります。 

また、運転免許証を所持している障害者等や、新たに運転免許を取得しようとする

障害者等に対し、自動車運転基礎能力評価判定機システムにより、科学的な計測に基

づく検査を行い、その評価結果を基に身体の障害に応じた免許条件の付与、車種の選

択、車両の改造及び安全運転手法の指導・助言等個別安全指導を実施して安全な運転

者を育成します。            

（警察本部運転免許課、運転免許試験課） 

【事業主体】 警察本部運転免許試験課 

事業内容 事業費（千円） 

障害者等に対する運転適性相談の実施 4,356 

 

(ｾ) 運転免許申請時・運転免許証更新時における正しい申告の徹底 

一定の症状を呈する病気等に関する質問票の交付・提出制度について、引き続き県

民に対する周知徹底に努めます。 
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また、質問票の虚偽記載、提出に対する罰則が設けられていること、一定の病気に

該当すること等を理由として取り消された者は、３年以内であれば病気等の回復によ

り運転免許試験が一部免除されることを併せて周知することにより、正しい病状申告

の促進を図ります。           

（警察本部運転免許課、運転免許試験課） 

 

(ｿ) 医師との連携 

一定の病気等に該当する疑いがある者の主治医からの届出が行いやすい環境作り及

び臨時適性検査の円滑な運用のため、医師団体との連携を図ります。 

（警察本部運転免許試験課） 

 

(ﾀ) 障害者に対する配慮 

運転免許試験場における障害者の利便性の向上を図るため、身体障害者用に改造を

行った持込み車両等による技能試験を実施します。 

また、障害者に係る教習体制の充実について、指定自動車教習所等に対する指導を

推進します。              

（警察本部運転免許課、運転免許試験課） 

 

(ﾁ) 運転適性相談室「サン・サン相談室」の開設 

高齢運転者や心身に障害のある方で、平日に運転適性相談に来られない方々の便宜

を図るため、毎月第 3 日曜日に「サン・サン相談室」の名称で運転適性相談室を開設

し、相談機会の充実を図ります。         

  （警察本部運転免許試験課） 

 

(ﾂ) 事業用自動車の運転者に対する安全運転教育の周知 

事業用自動車の運転者は、一般の運転者よりも高い資質が求められていることから、

国土交通大臣が定める事業用自動車の運転者に対する指導及び監督の指針に基づき、

事業者の運転者に対する安全運転教育（事故・違反惹起運転者、初任運転者及び高齢

運転者に対する特別な教育を実施することやこれらの運転者に適性診断を受診させる

ことを含む。）実施を運行管理者に周知します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 
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ウ 自動車運送事業の安全対策の確保 

(ｱ) 事業用自動車の運転教育の充実 

事業用自動車の運転者は、一般の運転者よりも高い資質が求められていることから、

国土交通大臣が定める事業用自動車の運転者に対する指導及び監督の指針に基づき、

事業者の運転者に対する安全運転教育（事故・違反惹起運転者、初任運転者及び高齢

運転者に対する特別な教育を実施することやこれらの運転者に適性診断を受診させる

ことを含む。）実施を運行管理者に周知します。  

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｲ) 危険物運搬車両保安対策の推進 

危険物運搬車両を保有している運送事業者に対しては、運行管理者の指導講習会等

において、安全運行の徹底を図るよう強力に指導します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｳ) 自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断の充実 

自動車運送事業等に従事する運転者に対する適性診断については、民間参入の促進

を図ること等により、受診環境の整備を行い、受診を積極的に促進します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｴ) 「貨物自動車運送事業安全性評価事業」(通称Ｇマーク事業)の促進 

貨物自動車運送事業者の優良な事業所(通称Ｇマーク認定事業所)を認定することに

より、利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の輸

送の安全確保等に対するインセンティブを付与するための環境整備を図ることにより、

貨物自動車運送事業に関する輸送の安全確保等を推進します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｵ) 「貸切バス事業者安全性評価認定制度」（通称：セーフティバス）の促進 

バス協会において、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた取組状況を評価し、公

表することで、貸切バスの利用者がより安全性の高い貸切バス事業者を選択しやすく

するとともに、本制度の実施を通じ、貸切バス事業者の安全性の確保に向けた意識の

向上や取組の促進を図ることにより、より安全な貸切バスサービスの提供等を推進し

ます。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 
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(ｶ) 過積載運転等に対する指導取締りの徹底 

過積載運転車両に対する指導取締りを強化するとともに、違反の根源となる使用者、

荷主等のいわゆる背後責任を追及します。 

（警察本部交通指導課） 

 

(ｷ) 取締りに基づく使用者に対する通知の徹底 

道路交通法第 108 条の 34の規定に基づき、使用者等に対し、違反内容について積極

的に通知します。                 

  （警察本部交通指導課） 

 

エ 悪質・危険な運転者の早期排除等 

(ｱ) 危険運転者の排除と改善等 

危険運転者を早期に排除するため、仮停止を始めとする行政処分を迅速かつ確実に

実施し、違反登録に要する期間の短縮や長期未執行者の解消を図ります。また、妨害

運転（あおり運転）等危険運転者に対する行政処分を確実に実施します。 

あわせて、一定の症状を呈する病気等にかかっていると疑われる者等に対する臨時

適性検査等の迅速かつ確実な実施に努めます。この際、運転免許効力の暫定的停止制

度を適切に運用します。 

（警察本部運転管理課、運転免許試験課） 

 

(ｲ) 常習飲酒運転者対策 

飲酒運転をした者に対する行政処分を迅速かつ確実に行います。また、処分者講習

等における飲酒学級の講習内容の充実を図り、飲酒行動の改善や飲酒運転に対する規

範意識の向上を目的とした取消処分者講習（飲酒取消講習）を効果的に推進します。 

（警察本部運転免許課、運転管理課） 

 

(2) 運転者管理業務の合理化 

県運転免許証及び国外運転免許証の作成システムを充実・整備し、運転免許業務の効

率化、迅速化を図るとともに、ゴールド免許証交付等の優良運転者を積極的に評価する

方策を推進し、運転者の自覚と責任ある行動を促します。 

【事業主体】 警察本部運転免許課 

事業内容 事業費（千円） 

運転免許業務の簡素・合理化と優良運転者対策の推進 1,412,703 
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(3) 運転管理の改善及び運行管理の充実 

ア 安全運転管理の推進 

(ｱ) 安全運転管理者等法定講習の充実 

講習体制、講習内容及び講習手法の充実強化について指導監督します。 

【事業主体】 警察本部交通総務課 

事業内容 事業費（千円） 

安全運転管理者講習委託料 74,180 

 

(ｲ) 事業所等に対する安全運転管理の指導 

重大な交通事故を発生させた事業所、その他安全運転管理上問題のある事業所に対

し、安全運転管理の体制について調査し、必要な指導・助言を行います。 

（警察本部交通総務課） 

 

(ｳ) 安全運転管理者等未選任事業所の一掃 

あらゆる機会を通じ、安全運転管理者等の未選任事業所の発見に努め、未選任事業

所の一掃を図ります。 

（警察本部交通総務課） 

 

(ｴ) 各業界、団体に対する交通事故防止コンクール参加の奨励 

各業界、団体に対し無事故・無違反を競う交通事故防止コンクールへの参加を奨励

し、安全運転気運の高揚を図ります。 

（警察本部交通総務課） 

 

イ 運転適性検査業務等の推進 

運転免許業務、街頭活動等各種警察活動を通じて、運転不適格者の発見に努め、臨時

適性検査等を実施して、運転不適格者を排除します。 

【事業主体】 警察本部運転免許試験課 

事業内容 事業費（千円） 

臨時運転適性検査等の実施 5,920 
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ウ 運行管理の充実 

(ｱ) 自動車運送事業者に対する指導監督の充実 

労働基準法等の関係法令等の適正な履行及び運行管理の徹底を図るため、飲酒運転

等の悪質違反を犯した事業者、重大事故を引き起こした事業者及び新規参入事業者等

に対する監査を徹底するとともに、関係機関合同による監査・監督を実施し、不適切

な事業者に対しては厳正な処分を行います。 

このため、効果的かつ効率的な監査指導を実施するための監査指導実施体制の充実・

強化を図ります。 

さらに、自動車運送事業者による安全管理体制の構築・改善を図るため、その取り

組みを評価・助言する運輸安全マネジメント制度の一層の浸透・徹底を図ります。 

また、自動車運送事業者に対する点呼時におけるアルコール検知器の使用義務付け

により，自動車運送事業者における飲酒運転ゼロを目指します。 

事故情報の分析・公表を行い、運行管理者等に対する講習教材に掲載し同種事故の

再発防止を目指します。社会的に影響の大きい重大事故に対する要因分析調査を行い、

要因分析検討結果、再発防止対策をホームページに公表します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｲ) 事故情報の多角的分析の実施 

事業用自動車の事故に関する情報の充実を図るため、自動車事故報告規則（昭和 26

年運輸省令第 104 号）に基づく事故情報の収集・分析に加え、自動車運送事業に係る

交通事故要因の分析のための情報収集・分析を強化します。 

また、事故発生時の前後の走行情報(前方映像、車両速度、急加減速)を記録するド

ライブレコーダー等の安全運転の確保に資する機器の補助金制度による支援を行い普

及促進に努めるとともに、事故防止対策支援事業に伴う補助金制度を利用し、社内教

育等を実施する際には外部専門家によるコンサルティングを利用するなど社内教育の

充実を図るよう推進します。         

    （関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｳ) 運行管理者等に対する指導講習の充実 

運行管理者等に対する指導講習について、近年増加している運転者の健康状態に起

因する事故、過労運転による事故に関する視聴覚機材の活用等により講習内容の充実

を図ります。 

また、映像記録型ドライブレコーダーやデジタル式運行記録計等の新技術の運行管
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理への活用等をカリキュラムとした実践的な運行管理者講習の実施について充実を図

ります。                    

  （関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(4) 交通労働災害の防止等 

ア 交通労働災害の防止 

(ｱ) 交通労働災害防止のための管理体制の確立等 

事業者が自主的に交通労働災害の防止に取り組むことを目的として策定した「交通

労働災害防止のためのガイドライン（平成 30 年 6 月改正）」の周知に努め、交通労働

災害防止のための管理体制の確立等を推進します。 

（埼玉労働局） 

 

(ｲ) 交通労働災害防止関係機関・団体等との情報交換 

交通災害防止関係機関・団体等と、交通労働災害防止対策の推進に関する情報交換

を行います。                         

 （埼玉労働局） 

 

(ｳ) 陸上貨物運送事業労働災害防止協会の指導・援助 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会等労働災害防止団体が行う交通労働災害防止活

動について引き続き指導・援助を行います。           

（埼玉労働局） 

 

イ 運転者の労働条件の適正化 

(ｱ) 自動車運転者の労働条件確保のための監督指導 

自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図り、交通労働災害の防止に資する

ため、監督指導等を実施し、労働基準関係法令及び「自動車運転者の労働時間等の改

善のための基準」（平成元年労働省告示第 7 号）の遵守徹底を図ります。監督指導につ

いては、関係行政機関との通報制度等の活用を図るとともに、必要に応じ合同で監督・

監査を行う等その充実を図ります。 

（埼玉労働局） 

 

(ｲ) 自主的労務改善の促進のための指導 

自動車運転者の労働条件の改善を図るためには、関係業界及び各事業場における自
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主的な改善の意識を高めることが肝要であることから、労働時間管理適正化指導員が

定期的に事業場を訪問し改善基準の啓発指導を行う等により、自主的な労務改善を促

進し、改善基準等の履行の確保を図ります。 

（埼玉労働局） 

 

(ｳ) 関係行政機関との連携 

改善基準等の履行確保を図り、合わせて交通労働災害の防止に資するため、関係行

政機関との間における「自動車運転者の労働条件改善のための相互通報制度」、「土砂

等を運搬する大型自動車による交通事故防止等に関する特別措置法に基づく通報制度」

及び「自動車運転者の過労運転事案に係る警察機関からの通報制度」等により、引き

続き関係行政機関との連携強化を図ります。          

（埼玉労働局） 

 

(5) 道路交通に関する情報の充実 

ア 道路交通情報の充実 

(ｱ) ＵＴＭＳの充実等 

高度化された交通管制センターを中心に、交通の安全及び快適にして環境にやさし

い交通社会の実現を目指す新交通管理システム（ＵＴＭＳ）の推進を図るため、プロ

ーブ情報の収集や信号情報の提供を可能とする高度化光ビーコンの整備等を推進しま

す。                          

（警察本部交通規制課） 

 

(ｲ) ＩＴＳの推進 

最先端の情報通信技術（ＩＣＴ：Information and Communication Technology）を

用いて人と道路と車とを一体のシステムとして構築し、安全性、輸送効率及び快適性

の向上を実現するとともに、渋滞の軽減等の交通の円滑化を通じて環境保全に大きく

寄与することを目的とした「高度道路交通システム（ＩＴＳ：Intelligent Transport 

Systems）の推進を図るため、産学官が連携を図りながら、研究開発、フィールドテス

ト、普及及び標準化に関する検討等の一層の推進を図ります。 

（関東総合通信局） 

 

(ｳ) イベントに伴う臨時の放送局開設の促進 

博覧会、スポーツ大会等の各種イベントに際し開設される臨時の放送局は、イベン
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トの円滑な運営に資するとともに、入場者等の利便及び会場周辺の交通安全の確保を

図るため、効果的な情報提供が行われていることから、今後とも各種イベントにおけ

る臨時の放送局の開設を積極的に促進します。         

（関東総合通信局） 

 

(ｴ) コミュニティ放送の普及促進 

「コミュニティ放送局」は、市町村の一部区域を対象に行うＦＭ放送で、地域住民

や観光客等に、当該地域に密着したきめ細やかな道路交通情報や商店街等の駐車場情

報をＦＭラジオを通してリアルタイムで提供できるため、円滑な交通の確保に寄与し

ていることから、今後も周波数事情が許す限りの普及を図ります。 

（関東総合通信局） 

 

(ｵ) 道路交通情報システム等の普及促進 

ＦＭ放送のデータ放送や路側に設置された光ビーコン等を利用して、渋滞や交通規

制等の道路情報をカーナビゲーションシステムの画面上に表示させるＶＩＣＳシステ

ムや有料道路の料金所で一旦停止することなく自動的に料金の支払いを可能にするＥ

ＴＣ（Electronic Toll Collection System）システム等、情報通信技術（ＩＣＴ：

Information and Communication Technology）を活用して円滑な交通を確保し、利用

者へのサービスを向上させるため、引き続き、道路交通情報提供の内容の充実及び高

度化を図ります。 

ＶＩＣＳ（Vehicle Information and Communication System）対応の車載機の累計

出荷台数は、令和元年 12月に 6,572万台（一般財団法人道路交通情報通信システムセ

ンター調べ）を突破している。               

（関東総合通信局） 

 

イ 気象情報等の充実 

(ｱ) 気象情報の提供 

気象による道路交通障害が予想される時は、適時・適切に気象特別警報・警報・予報

等を発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ確実に伝達する

とともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知します。また、雨による災害発

生の危険度を地図上にリアルタイムに表示する「大雨・洪水警報の危険度分布」や積

雪・降雪の面的な状況を示す「現在の雪（解析積雪深・解析降雪量）」についても、気

象庁ホームページや報道機関等を通じて道路利用者に周知します。さらに、特に大雪
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により深刻な道路交通障害が見込まれる場合は、国土交通省と連携し、大雪に対する

国土交通省緊急発表を実施し、道路利用者に警戒を呼び掛けます。 

（熊谷地方気象台） 

 

(ｲ) 地震情報等の提供 

地震による道路交通障害が予想される時は、適時・適切に緊急地震速報（予報及び

警報）、地震情報等を発表し、防災情報提供システム等を用いて、関係機関に迅速かつ

確実に伝達するとともに、報道機関等の協力により道路利用者に周知します。 

（熊谷地方気象台） 

 

(ｳ) 気象知識等の普及 

気象、地象、水象に関する知識の普及のため、気象情報等の利用方法等に関する講

演会の開催、広報資料の作成・配布などを行うほか、防災機関の担当者を対象に、特別

警報・警報・予報等の伝達などに関する説明会及び気象防災ワークショップを開催し

ます。 

（熊谷地方気象台） 

 

２ 車両の安全性の確保 

(1) 車両の安全性に関する技術基準等の改善の推進 

ア 車両の安全対策の推進 

車両の安全対策については、交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会の結果を踏ま

えて、実施していきます。 

具体的には、産・官・学が参加する検討会が中心となり、①事故実態の把握・分析、②

安全対策に関する方針、対策の具体的な内容の検討、③事前効果評価・事後効果評価と

いった一連の流れ（ＰＤＣＡサイクル）を継続的に実施することにより、車両の安全対

策を推進します。 

特に、事故実態の把握・分析においては、ドライブレコーダーやＥＤＲ（衝撃時に車両

情報を記録する装置）の情報を活用するとともに、これに合わせ医療機関の協力により

乗員等の傷害状況も詳細に把握し、事故による傷害発生のメカニズムを詳細に調べるな

ど、より一層の推進に資する取組について検討していきます。 

また、事故を未然に防止する予防安全対策について、新技術の動向も踏まえ、保安基

準の拡充・強化等と先進安全自動車（ 以下「ＡＳＶ（Ａdvanced Ｓafety Ｖehicle ）」

という。）の開発・普及の促進、使用者に対する自動車アセスメント情報の提供など、よ
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り一層の連携を図ります。 

   （関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

イ 道路運送車両の保安基準の拡充・強化 

車両の安全対策の基本である自動車の構造・装置等の安全要件を定める道路運送車両

の保安基準について、前述の検討結果等を踏まえつつ、事故を未然に防ぐための予防安

全対策、万が一事故が発生した場合においても乗員、歩行者等の保護を行うための被害

軽減対策のそれぞれの観点から、適切に拡充・強化を図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(2) 先進安全自動車（ＡＳＶ）の開発・普及の促進 

ア 地方行政機関（国） 

先進技術を利用してドライバーの安全運転を支援するシステムを搭載した先進安全自

動車（ＡＳＶ）について、産･学･官の協力によるＡＳＶ推進検討会の下、一層進めてい

きます。 

また、ＡＳＶ技術のうちペダル踏み間違い時加速抑制装置など市場化されたＡＳＶ技

術については、国際的な動向や事故実態等を踏まえつつ、ＡＳＶ技術の飛躍的高度化を

図り、事故の削減にさらに貢献していくため、義務化も含めた保安基準の拡充・強化、

補助制度の拡充を図るとともに、技術指針の策定、ＡＳＶ技術の効果評価の実施等によ

る普及促進を引き続き進めていきます。             

 （関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

イ 県 

衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進抑制装置等の装備が搭載された先進

安全自動車（ＡＳＶ）の乗車体験会等を実施し、運転者による誤操作等を原因とした交

通事故の防止を図ります。 

             （県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

 

(3) 自動車アセスメント情報の提供等 

自動車の衝突安全性能等に関する車種ごとの安全性に関する比較情報等を公正中立な

立場でとりまとめ、これを自動車ユーザーに定期的に提供する自動車アセスメント事業

を積極的に推進します。 

具体的には、自動車の衝突安全性能評価、予防安全性能評価及びチャイルドシートの
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安全性能比較評価を行い公表することで、ユーザーが安全な製品選びをしやすい環境の

整備を推進するとともに、自動車メーカー等におけるより安全な製品の開発促進を図り

ます。 

このほか、自動車の安全装置の正しい使用方法等の一般情報や車種毎の安全装置の装

備状況も拡充し、充実した自動車アセスメント情報をユーザーに提供します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(4) 自動車の検査及び点検整備の充実 

ア 自動車の検査体制の充実 

道路運送車両の保安基準の拡充・強化に合わせた検査の高度化を進めるなど、道路運

送車両法（昭和 26年法律第 185号）に基づく新規検査等の自動車検査の確実な実施を図

ります。また、街頭検査体制の充実強化を図ることにより、不正改造車両を始めとした

整備不良車両及び基準不適合車両の排除等を推進していきます。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

イ 自動車点検整備の充実 

(ｱ) 自動車点検整備の推進 

自動車ユーザーの保守管理意識の高揚と点検整備の適切な実施の推進を図るため、

「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開するとともに、整備管理者研修、自動車

運送事業者監査等を通じて関係者に対し車両管理の指導を行い、点検・整備等の不良

に起因する事故の防止を図ります。 

また、大型車の車輪脱落事故やバスの車両火災事故等の点検・整備等の不良に起因

する事故を防止するため、車輪脱落や車両火災に繋がる箇所に係る自動車点検基準等

を周知徹底するとともに、当該箇所の点検整備が適切に実施されるよう努めます。特

に大型車のホイール取り付け方法において混在する JIS 方式と ISO 方式について点検

整備方法を周知徹底します。大型車の車輪脱落事故及び車両火災事故等社会的影響の

大きな車両故障事故に対する要因分析調査を実施しホームページで公表を行い、同種

事故の再発防止に努めます。整備管理者研修を効果的に実施し整備管理の徹底による

輸送の安全の確保を図ります。            

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｲ) 不正改造車の排除 

道路交通に危険を及ぼし、環境悪化の原因となるなど社会的問題となっている不適



第３章 安全運転と車両の安全性の確保 

  59  

正な着色フィルムの貼付、消音器の切断・取り外し等の不正改造車等を排除するため、

関係機関の支援及び自動車関係団体の協力の下に「不正改造車を排除する運動」を全

国的に展開します。特に、例年６月を強化月間として、広報活動の一層の推進、関係者

への指導徹底等を行い、自動車使用者及び自動車関係事業者等の不正改造防止に係る

認識の更なる高揚を図るとともに、街頭検査の重点的実施等により、不正改造車の排

除を徹底します。 

また、不正な二次架装（自動車の一部部品を取り付けない又は取り外した状態で新

規検査を受検し、自動車検査証の交付を受けた後に、当該部品を取り付けて使用者に

納車する行為）を排除するため、道路運送車両法（昭和 26年法律第 185号）の規定を

最大限活用し、架装メーカー等に対する立入検査を実施するとともに、関係者と協力

し、再発防止及び改修の推進に努めます。スピードリミッター不正改造通報等の取扱

い制度に基づき、当該通報制度を有効に活用し、スピードリミッターの不正改造を行

った疑いのある者に対する対応を強化します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｳ) 自動車整備技術の向上 

自動車新技術の採用・普及、ユーザーニーズの多様化に伴い、自動車を適切に維持

管理するためには、自動車整備業がこれらの変化に対応して、整備技術を高度化する

必要があることから、整備主任者に対する技術研修等を通じて情報提供を行うととも

に、一級自動車整備士制度を活用し、整備士の技術面及び接客面の能力の向上を推進

します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(5) リコール制度の充実・強化 

自動車製作者の垣根を越えた装置の共通化・モジュール化が進む中、複数の自動車製

作者による大規模なリコールが行われていることから、リコールの迅速かつ着実な実施

のため、自動車製作者等からの情報収集体制の強化を図るとともに、安全・環境性に疑

義のある自動車については独立行政法人自動車技術総合機構において現車確認等による

技術的検証を行います。 

また、ユーザーの目線に立ったリコール実施のため、ユーザーからの不具合情報の収

集を促進し、さらに、調査分析体制の強化を図るとともに、自動車ユーザーに対し、自

動車の不具合に対する関心を高めるためのリコール関連情報等を提供します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 
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(6) 自転車の安全性の確保 

自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機付自転車（人

の力を補うため原動機を用いるもの）及び普通自転車の型式認定制度を活用します。 

また、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車利用者が定

期的に点検整備や正しい利用方法等の指導を受ける気運を醸成するとともに、自転車事

故による被害者の支援を図るため、損害賠償責任保険などの各種保険への加入を促進し

ます。 

さらに、夜間における交通事故の防止を図るため、前照灯の点灯の徹底と反射器材等

の普及促進を図り、自転車の被視認性の向上を図ります。 

自転車の安全な利用を促進するため、自転車利用者に対し、関係団体の活動、交通安

全に関する教育及び広報活動を通じて、規格・基準に適合した自転車を利用し、定期的

に自転車整備店において点検整備を受けるよう呼び掛けます。 

（関東経済産業局、県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 
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第４章 道路交通秩序の維持 

１ 交通の指導取締りの強化等 

(1) 一般道路における効果的な指導取締りの強化等 

ア 交通事故抑止に資する指導取締りの推進 

交通事故の抑止に資する交通指導取締りをより一層推進するため、地域の交通実態や

交通事故の発生状況を分析した上、飲酒運転のほか、著しい速度超過等の交通死亡事故

に直結する悪質性・危険性の高い違反及び地域住民の取締り要望の多い迷惑性の高い違

反に重点を指向した交通指導取締りを推進します。 

特に速度超過の取締りは交通事故の発生状況を踏まえて、路線、時間帯等を選定し、

効果的な速度取締りを実施するとともに、取締り場所の確保が困難な生活道路等におい

ても、可搬式速度違反自動取締装置を効果的に運用します。 

また、あおり運転等の悪質・危険な運転に対しては、暴行罪等の適用を念頭に置いた

捜査を推進するとともに、暴行罪等の適用に至らない場合であっても、道路交通法違反

による積極的な検挙措置を講じます。 

さらに、信号機のない横断歩道における歩行者優先等を徹底するため、歩行者の保護

に資する指導取締りを推進します。 

（警察本部交通指導課） 

 

イ 背後責任の追及 

事業活動に関してなされた過積載、過労運転等の違反やこれらに起因する事故事件に

ついては、自動車の使用者等に対する背後責任の追及を徹底するとともに、使用者及び

関係機関等への通報を行い、この種の違反の再発を防止します。 

（警察本部交通指導課、交通捜査課） 

 

ウ 自転車利用者に対する指導取締りの推進 

自転車利用者の交通違反に対しては、自転車の安全利用に向けた指導警告を行うとと

もに、酒酔い運転、遮断踏切立入り、制動装置不良自転車運転の悪質・危険な違反や、歩

行者、通行車両に具体的危険を生じさせ、若しくは指導警告に従わず違反を繰り返す者

については、積極的な検挙措置を講じます。 

（警察本部交通指導課） 
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エ 街頭活動の推進 

交通事故が多発する路線及び交差点において、白バイやパトカーによる警戒活動を推

進するとともに、高齢者や子供等を中心とした交通弱者の保護誘導活動、通学時間帯や

薄暮時間帯における街頭活動を強化します。               

（警察本部交通指導課） 

 

オ 飲酒運転の根絶に向けた取締り 

 飲酒運転の実態について必要な調査、分析を行い取締りの時間帯、場所、方法等を検

証した上で、飲酒運転の取締りを強化するとともに、運転者のみならず車両等の提供者、

飲酒場所、同乗者、同席者等に対する捜査を確実に行い、車両等提供罪、酒類等提供罪、

要求依頼同乗罪等の捜査を徹底し確実な立件に努めるとともに、適切な広報活動を推進

します。 

（警察本部交通指導課） 

 

カ 無免許運転の周辺者に対する捜査 

無免許運転の取締りに際しては、運転者のみならず周辺者に対する自動車等提供罪及

び要求依頼同乗罪の捜査を徹底するとともに、適切な広報活動を推進します。 

（警察本部交通指導課） 

 

キ 携帯電話使用等違反の取締り強化 

運転中の携帯電話やスマートフォンを使用することは、重大な交通事故につながる極

めて危険な行為であることから、携帯電話使用等の取締りを強力に推進します。 

（警察本部交通指導課） 

 

ク 通学路における指導取締りの推進 

通学児童の安全を確保するため、通学路に設定されている狭隘な生活道路等における

可搬式速度違反自動取締装置を使用した取締りを推進するとともに、交通事故の発生状

況、地域住民からの取締り要望等を踏まえ、通行禁止違反をはじめとする児童の安全を

脅かす交通違反に重点を置いた指導取締りを推進します。 

（警察本部交通指導課） 

 

ケ 交通指導取締りについて県民の理解を深めるための情報発信 

交通事故分析結果等を踏まえ、速度取締りの指針を示すなど具体的かつ分かりやすい
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情報発信に努めます。 

（警察本部交通指導課） 

 

コ 白バイ・パトカーによる街頭活動の強化 

交通事故多発路線や幹線道路における交通事故の防止及び交通秩序の維持を目的に、

白バイ・パトカーの機動力を駆使した街頭活動を強化し、地域の交通実態、県民の要望

等を踏まえた悪質性、危険性及び迷惑性の高い違反に重点を指向した交通指導取締りを

実施します。 

（警察本部交通機動隊） 

 

(2) 高速道路における指導取締りの強化等 

高速道路網の整備に伴い、交通指導取締り体制の整備に努め、違反・事故の未然防止

を図るとともに、高速道路における交通事故の原因となっている著しい速度超過、車間

距離不保持等の悪質性・危険性の高い違反及び通行帯違反、路肩走行等の迷惑性の強い

違反に重点を置いた取締りを強化します。 

（警察本部高速道路交通警察隊） 

 

(3) 過積載防止対策の推進  

ア 埼玉県過積載防止対策基本方針に基づく諸施策の推進 

県内の国の関係機関、県、警察本部及び幹事市町村の 19機関で構成する「埼玉県過積

載防止対策推進会議」で検討を重ね、ダンプカー等の大型車両の定量積載を定着させ、

公共工事現場からの過積載車両の排除を主眼とした「埼玉県過積載防止対策基本方針」

を定め、諸施策を推進します。   

（関東運輸局埼玉運輸支局、県防犯・交通安全課） 

 

イ 砂利採取事業者等に対する指導 

「岩石等の採取に係る認可及び指導の基準に関する要綱」に基づき、過積載の禁止、

土砂の飛散防止及び通学時間帯の運搬の自粛などを指導し、安全運転の確保に努めます。 

（県環境政策課） 
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２ 交通犯罪捜査及び交通事故事件捜査体制の強化 

(1) 専従捜査体制の強化等 

交通犯罪捜査及び交通事故事件捜査体制を強化するため、専従職員の捜査能力の一層

の向上及び体制の充実に努めます。また、初動捜査の段階から危険運転致死傷罪等、関

係法令の積極的な適用を視野に入れ、迅速かつ的確な捜査指揮及び組織的な捜査を推進

するため、捜査員に対する教養を充実し、捜査力を強化します。 

さらに、自動運転車が関わる交通事故事件にも適切に対応できるよう、捜査員に対す

る教養を充実します。 

（警察本部交通捜査課） 

 

(2) 初動捜査体制及び科学的捜査体制の強化 

ひき逃げ事件や危険運転致死傷罪等の悪質な交通事故事件については、客観的証拠に

基づいた科学的捜査を強化するため、常時録画式交差点カメラや交通事故捜査支援シス

テム等、装備資機材の導入・整備を推進し、迅速かつ的確な初動捜査及び科学的かつ効

率的な事件捜査を推進します。 

（警察本部交通捜査課） 

 

３ 暴走族及び旧車會対策の強化 

(1) 暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充実 

ア 青少年相談員活動推進事業 

青少年相談員に対し、非行防止に関する知識及び意識の向上を図る研修を実施します。 

【事業主体】 県青少年課 

事業内容 事業費（千円） 

青少年相談員研修等 899 

 

イ 青少年セカンドチャンスの場づくり事業 

非行少年の自立を促す社会体験や就労体験、電話相談などの保護者支援を実施し、関

係行政機関やＮＰＯ・民間団体と連携・協働して非行少年の立ち直り支援に取り組みま

す。 

【事業主体】 県青少年課 

事業内容 事業費（千円） 

社会体験や就労体験の実施、保護者支援等 6,017 
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ウ 非行防止に関する協力団体との連携 

青少年健全育成に関する協力団体と情報交換を行うとともに、７月及び１１月には駅

頭において合同キャンペーンを開催するなど、業界団体と一体となった非行防止対策を

推進します。 

（県青少年課） 

 

エ 「高校生の自動二輪車等の交通安全に関する指導要項」に基づく指導の推進 

「高校生の自動二輪車等の交通安全に関する指導要項」に基づく指導を関係団体等の

協力を得て推進し、高校生の命を守るとともに、高校生の健全育成と交通安全指導の充

実を図ります。 

（県学事課、教育局保健体育課） 

 

オ 暴走族追放気運の高揚及び加入防止対策の推進  

暴走族追放の気運を高揚させるため、報道機関等に対する資料提供を積極的に行い、

凶悪化する暴走族の実態が的確に広報されるよう努めるなど、広報活動を積極的に行い

ます。 

また、暴走族への人的供給を遮断するため、青少年に対し、暴走族の危険性・悪質性に

ついて理解を深めさせるため、「暴走族加入防止教室」を開催するなど効果的な暴走族加

入防止対策を推進します。 

（警察本部交通捜査課） 

 

(2) 暴走行為をさせないための環境づくり 

暴走行為が頻発する道路及び暴走族やこれに伴う群衆等のい集場所として利用されや

すい施設等について、地域における関係機関と連携を強化し、施設管理者等の協力を得

るなどして、暴走行為等ができない・暴走族等をい集させない環境づくりを推進します。 

また、事前の情報入手に努め、集団不法事案に発展するおそれがあるときは、早期に

暴走族と群衆を隔離するなどの措置を講じます。 

（警察本部交通捜査課、交通規制課） 

 

(3) 暴走族に対する指導取締りの強化 

暴走族取締りの体制及び装備資機材の充実を図るとともに、集団暴走行為やその他悪

質事犯に対しては、あらゆる法令を適用して検挙及び補導を徹底し、併せて解散指導を

積極的に行うなど、暴走族に対する指導取締りの強化を図ります。 
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また、複数の都県にまたがる広域暴走事件に迅速かつ効率的に対処するため、関係都

県警察相互の捜査協力を積極的に行います。 

（警察本部交通捜査課） 

 

(4) 暴走族関係事犯者の再犯防止 

ア 暴走族グループ等の解体に向けた取組みの強化 

暴走族関係事犯者の捜査に当たっては、個々の犯罪事実はもとより、組織の実態やそ

れぞれの被疑者の非行の背景となっている行状、性格、環境等の諸事情をも明らかにし

つつ、グループの解体や暴走族グループから構成員等を離脱させるなどして、暴走族関

係事犯者の再犯防止に努めます。       

また、暴力団とかかわりのある者については、その実態を明らかにするとともに、暴

力団から離脱するよう指導を徹底します。        

  （警察本部交通捜査課） 

 

イ 行政処分及び再犯防止措置の徹底 

暴走行為等に対する運転免許に係る行政処分を迅速かつ確実に実施します。特に、共

同危険行為等の重大違反唆し行為に対する取消処分等の的確な実施に努めます。 

（警察本部運転管理課） 

 

(5) 車両の不正改造の防止 

ア 不正改造車両に対する取締り 

違法行為を敢行する旧車會グループ（暴走族風に改造した旧型の自動二輪車等を運転

する者のグループ）に対する実態把握を徹底し、関係都県で情報共有するとともに、不

正改造等の取締を強化します。     

（警察本部交通捜査課） 

 

イ 「不正改造車を排除する運動」を通じた広報活動等 

暴走行為を助長するような車両の不正な改造を防止し、競技用車両等の部品が不正な

改造に使用されることがないよう「不正改造車を排除する運動」等を通じ、広報活動及

び企業、関係団体に対する指導を積極的に行います。 

また、自動車ユーザーだけでなく、不正改造等を行った者に対して必要に応じて立入

検査を行います。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 
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第５章 救急・救助活動の充実 

１ 救急・救助体制の整備 

(1) 救急・救助体制の充実 

ア 消防行政推進事業 

令和２年 4 月 1 日現在、県内の消防本部は 13 市 1 町 13 組合の 27 本部となっており、

事務委託を行っている 1町を含め、県内すべての市町村をカバーしています。 

これらすべての消防本部で救急業務が実施されており、また、すべての消防本部が救

助隊を有していますが、今後とも救急・救助体制の充実強化の促進を図ります。 

（県消防課） 

 

イ 特別機動援助隊教育訓練等事業 

大規模災害に対して、知事の指示又は要請に基づき、ＳＭＡＲＴ指揮隊、機動救助隊、

防災航空隊及び災害派遣医療チーム（埼玉ＤＭＡＴ：埼玉 Disaster Medical Assistance 

Team）が迅速に出動し、被災地での効果的な救助・救命活動を行います。 

実践的訓練や隊員の技術・知識の向上のための研修を実施し、上記の組織で構成する

埼玉県特別機動援助隊(愛称:埼玉ＳＭＡＲＴ(Special Mobile Assistance Rescue 

Team)) の充実、強化を図ります。 

【事業主体】 県消防課 

事業内容 事業費（千円） 

救出・救助に必要な資機材の整備 

連携強化のための研修・訓練 
11,349 

 

(2) 応急手当の普及啓発活動の推進 

交通事故による負傷者の救命率の向上を図り、被害を最小限にとどめるためには、事

故現場に居合わせた県民（バイスタンダー）による適切な応急手当が必要です。 

そのため、自動体外式除細動器（ＡＥＤ：Automated External Defibrillator）の使

用も含めた応急手当講習会の推進を図るとともに、インターネットを活用して県民にＡ

ＥＤの設置情報を提供します。 

また、自動車教習所における教習及び免許取得時講習等においても、ＡＥＤを含めた

応急救護処置に関する知識の普及に努めるとともに、中学校、高等学校等において、止

血法、包帯法及び心肺蘇生法等の応急手当についての指導の充実を図ります。 

（県消防課、薬務課、教育局保健体育課、警察本部運転免許課） 
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(3) 救急救命士の養成等の推進 

ア 救急救命士養成事業 

救急現場での救命率の向上を図るためには、医師の指示のもとに高度な応急処置を行

うことができる救急救命士を計画的に養成し、県内の救急隊に適正に配置していく必要

があります。 

このため、救急隊員に救急救命士国家試験の受験資格を取得させる目的で、消防学校

において救急隊員を対象に救急救命士養成教育訓練を実施します。 

【事業主体】 県消防課 

事業内容 事業費（千円） 

救急救命士の新規養成 50,163 

 

イ 救急振興財団の運営支援 

平成 3 年度、消防機関の救急救命士養成を主な目的として都道府県の共同出資により

（一財）救急振興財団が設立され、県内消防本部の救急救命士を含む救急隊員に対して

教育訓練を行っています。 

県は、救急隊員の資質向上が県民の救命率の向上につながるため、引き続き（一財）救

急振興財団に対する財政的負担をします。 

【事業主体】 県消防課 

事業内容 事業費（千円） 

救急振興財団の運営費補助 20,200 

 

(4) 防災ヘリコプター等による救急業務の推進 

ア 防災ヘリコプター総合運航管理 

山間部など地理的制約の大きい地域での救急救助事案等を対象として、救命率の向上

を図るため、防災ヘリコプターの機動的運用を行います。     

 （県消防課） 

 

イ 県警ヘリコプターの活用 

県警察ヘリコプターによる、交通事故の状況把握等の支援活動を積極的に行います。 

（警察本部地域総務課） 
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(5) 救急・救助隊員の教育訓練の充実 

消防職員に対して、特定の分野に関する専門的な教育訓練を課程別に実施します。 

（県消防課） 

 

(6) 高速自動車国道等における救急体制の整備 

東日本高速道路株式会社と沿線市町村の両者は、相互に協力して適切かつ効率的な救

急・救助活動を行うとともに、救急業務に必要な施設等の整備及び従事者に対する救急・

救助訓練の実施などについて相互に連携を強化し、推進します。 

（県消防課） 

 

(7) 現場急行支援システムの整備 

緊急車両が現場に到着するまでの時間を短縮して事案への早期対応を可能にするとと

もに、緊急走行に起因する交通事故の防止を目的として緊急車両を優先的に走行させる

現場急行支援システム（ＦＡＳＴ：Fast Emergency Vehicle Preemption Systems）の整

備を図ります。 

（警察本部交通規制課） 

 

２ 救急医療体制の整備 

(1) 救急医療施設等の整備 

ア 第二次救急医療体制の充実 

入院治療を必要とする小児の重症救急患者に対する医療を確保するため第二次救急医

療体制（14地区）の充実を図ります。 

【事業主体】 県医療整備課 

事業内容 事業費（千円） 

小児救急医療施設運営 236,128 

 

イ 救命救急センターの充実 

頭部損傷等の重篤救急患者の医療を確保するため、さいたま赤十字病院、埼玉医科大

学総合医療センター、深谷赤十字病院、防衛医科大学校病院、川口市立医療センター、

獨協医科大学埼玉医療センター、埼玉医科大学国際医療センター及び自治医科大学附属

さいたま医療センターに設置されている救命救急センターの充実を図ります。 
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【事業主体】 県医療整備課 

事業内容 事業費（千円） 

救命救急センター運営事業 969,990（495,010） 

 

ウ 救急医療情報システムの運営 

県内全ての救急車にタブレット端末やスマートフォンを搭載し、救急現場で医療機関

のリアルタイムな情報を閲覧できるようにすることで、救急搬送の円滑化を図ります。 

【事業主体】 県医療整備課 

事業内容 事業費（千円） 

救急医療情報システム保守管理 29,181（19,454） 

 

(2) メディカルコントロール体制の充実・強化 

県及び地域のメディカルコントロール協議会において、救急救命士への 24時間常時の

指示、指導・助言体制の確立、医学的観点からの事後検証体制などの確立を図ります。 

【事業主体】 県消防課 

事業内容 事業費（千円） 

県メディカルコントロール協議会の運営 1,045 

 

(3) ドクターヘリコプターによる救急業務の推進 

重篤患者の救命率の向上と後遺症の軽減を図るため、救急現場へ迅速に医師や看護師

を送り込む埼玉県ドクターヘリの運航に対する補助等を行います。 

【事業主体】 県医療整備課 

事業内容 事業費（千円） 

ドクターヘリ運航事業 252,950（126,580) 

 

 

  



第６章 被害者支援の推進 

  71  

第６章 被害者支援の推進 

１ 自動車損害賠償保障制度の充実等及び自転車損害賠償保険の加入促進 

(1) 自動車損害賠償保障制度の充実等 

自賠責保険（自賠責共済）による救済を受けられないひき逃げや無保険（無共済）車両

による事故の被害者に対する救済制度である自動車損害賠償保障事業についても、被害

者に対する保障金の支払の迅速化等により、その充実を図ります。 

また、自賠責保険（自賠責共済）の期限切れ、掛け忘れに注意が必要であることを、広

報活動等を通じて広く国民に周知するとともに、街頭における指導取締りの強化等を行

い、無保険車両の運行の防止を徹底します。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(2) 自転車損害賠償保険等の加入促進 

埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例で義務となっている自転車損害賠償保

険等の加入について、広報チラシ等を用いて周知します。また、自動車保険等の損害保

険に特約で加入できる個人賠償責任保険や、自転車安全整備店で購入、点検整備した自

転車に貼られるＴＳマークに付帯した保険についても周知します。 

（県防犯・交通安全課、警察本部交通総務課） 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

チラシ等による広報啓発 4,000 

 

２ 損害賠償請求についての援助等 

(1) 交通事故相談所の活動の充実 

交通事故被害者に対する損害賠償、示談その他の問題について、交通事故相談を実施

し、被害者の救済を図ります。 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

相談員案内チラシの作成 51 
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(2) 損害賠償請求の援助活動等の強化 

交通事故被害者やその家族に対する支援の一環として、損害賠償手続、政府保障事業

等の救済制度の概要、各種相談窓口について「被害者の手引」を配布して説明を行うと

ともに、適切な被害者連絡の実施により、交通事故被害者等から要望を聴取するなど、

心情に配慮した相談活動を積極的に推進します。 

（警察本部交通捜査課） 

 

３ 被害者支援の充実強化 

(1) 交通事故被害者の援護 

交通遺児のための援護金の支給を目的としている埼玉県交通安全対策協議会交通遺児

援護基金に対し、補助金を交付します。 

【事業主体】 県防犯・交通安全課 

事業内容 事業費（千円） 

交通遺児援護基金に対する補助 405 

 

(2) 交通事故被害者等の心情に配慮した対策の推進 

ア 公共交通事故被害者に対する支援 

(ｱ) 被害者等への支援体制の整備 

公共交通事故被害者支援室において、被害者等からの相談を受け付けるとともに、

被害者等への支援に携わる職員に対する教育訓練の実施、関係機関等とのネットワー

ク形成等を図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｲ) 事業者における支援計画作成の促進 

公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドラインに基づき、事業者に対し

て計画の策定を促すなど、被害者等に対する支援の充実に向けた取組を図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

イ 公共交通事故発生時の取組 

(ｱ) 事故発生直後の対応 

被害者等に対する窓口を設置し、安否情報・事故情報等の提供に関する被害者等か

らの要望を関係行政機関、公共機関、地方公共団体及び事業者に伝えること等を通じ
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て、被害者等に役立つ情報を収集・整理し、正確かつきめ細やかな情報を適切に提供

するよう図ります。 

また、被害者等が事故現場において行う安否確認等の活動のために必要な支援が確

保されるよう、被害者等からの要望を事業者等に伝えて必要な対応を要請し、また、

現場における受入体制等に関する情報を被害者等に提供するなど、被害者等への窓口

を通じて、被害者等からの問い合わせ・相談に的確に対応するよう図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

(ｲ) 中長期的対応 

事故被害者等への支援を行う体制において、被害者等の窓口を設置し、被害者等か

らの要望を踏まえ、事故調査の状況や規制の見直し、事業者の安全対策に関する説明

について必要なコーディネートを図ります。また、被害者等からの相談を受け、必要

に応じて、事業者が策定する公共交通事故被害者等への支援に関する計画に基づく支

援やその他事業者による支援について、事業者に指導・助言を行うとともに、被害者

等に対して関係機関や心のケアの専門家を紹介する等の取組を図ります。 

（関東運輸局埼玉運輸支局） 

 

ウ 適切な情報の提供 

交通事故被害者等に対して、交通事故の概要、捜査経過等の情報を提供するとともに、

刑事手続きの流れ等をまとめた「被害者の手引」を交付します。さらに、加害者の行政

処分に関する情報についても、交通事故被害者等による問い合わせに応じ、適切に対応

します。 

（警察本部警務課、交通捜査課、運転管理課） 

 

エ 被害者連絡制度の充実 

ひき逃げ事件、交通死亡事故などの被害者等については、被疑者の検挙状況、処分状

況等を連絡する被害者連絡制度の充実を図ります。 

（警察本部警務課、交通捜査課） 
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第７章 調査研究の推進 

１ 高度道路交通システム（ＩＴＳ）に関する研究開発の推進 

(1) 交通管理の最適化 

交通流・量の積極的かつ総合的な管理を行い、交通の安全性・快適性の向上と環境の

改善を図るため、外部関係機関等の研究開発に参画して、交差点での効率的な信号制御

方式導入についての研究開発を行うほか、プローブ情報を交通情報提供、信号制御、安

全運転を支援するための情報提供等に活用するための手法の研究開発等を推進します。 

（警察本部交通規制課） 

 

(2) 歩行者等の支援 

高齢者、障害者等の歩行者等が安心して通行できる安全で快適な道路交通環境の形成

を図るため、高齢者、障害者等のための信号機の改良等の研究開発を推進します。 

（警察本部交通規制課） 

 

２ 自動運転システムの公道実証実験に対する適切な対応 

「自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドライン」に沿った実証

実験を行おうとする実施主体に対する必要な助言・指導を行います。 

「遠隔型自動運転システムの公道実証実験に係る道路使用許可の申請に対する

取扱いの基準」に沿った道路使用許可の申請に対する適切な対応等を推進します。 

 （警察本部交通総務課・交通規制課） 
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第８章 鉄道と踏切道の安全確保 

１ 鉄道交通環境の整備 

(1) 鉄道施設等の安全性の向上 

ア 地方行政機関（国） 

鉄道施設の維持管理及び補修を適切に実施するとともに、老朽化が進んでいる橋梁等

の施設について、長寿命化に資する補強・改良を進めます。特に、人口減少等による輸

送量の伸び悩み等から厳しい経営を強いられている地域鉄道については、安全性の向上

に必要な施設・設備の更新等に対し支援を実施します。研究機関の専門家による技術支

援制度を活用する等して技術力の向上についても推進します。 

また、多発する自然災害へ対応するために、防災・減災対策の強化が喫緊の課題とな

っています。このため、切土や盛土等の土砂災害への対策の強化、地下駅等の浸水対策

の強化等を推進します。切迫する首都直下地震・南海トラフ地震等に備えて、鉄道ネッ

トワークの維持や一時避難場所としての機能の確保等を図るため、主要駅や高架橋等の

耐震対策を推進します。 

さらに、平成 28年度に設置した「駅ホームにおける安全性向上のための検討会」にお

いてとりまとめたホームドアの整備等のハード対策や駅員等の乗車・降車の誘導案内を

始めとするソフト対策による総合的な転落防止対策の実効性を確保するため、検討会を

活用した進捗管理を行い、鉄道事業者の積極的な取組を促すことで、引き続き、駅ホー

ムの安全性確保に向けた取組を推進します。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

イ 県 

(ｱ) 埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく対策 

埼玉県福祉のまちづくり条例の趣旨を踏まえ、駅舎のバリアフリー化、案内表示等

の充実を促進します。                    （県福祉政策課） 

 

(ｲ) 駅のバリアフリー化に対する補助 

年齢や障害の有無にかかわらず誰もが快適に安心して駅を利用できるよう、駅にお

けるエレベーター等の整備に対して補助を実施します。 

【事業主体】 県交通政策課 

事業内容 事業費（千円） 

エレベーター等の整備に対する補助 72,800 
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(ｳ) 保安設備等の整備に対する補助 

県民の足として重要な役割を担っている秩父鉄道の輸送の安全確保を図るため、秩

父鉄道（株）が行う保安設備等の整備に対して補助を実施します。 

【事業主体】 県交通政策課 

事業内容 事業費（千円） 

保安設備等の整備に対する補助 57,000 

 

(ｴ) 駅ホームからの転落防止に対する補助 

駅ホームからの転落事故を防止するため、ホームドア及び内方線付き点状ブロック

の整備に対して補助を実施します。 

【事業主体】 県交通政策課 

事業内容 事業費（千円） 

ホームドアの整備に対する補助 261,818 

内方線付き点状ブロックの整備に対する補助 3,400 

※ 内方線付き点状ブロックとは、従来の警告ブロック（点状ブロック）の内側に線

が一本加わり、目の不自由な方でも、どちら側に電車がくるのか分かるようになっ

ているものをいう。 

 

 (2) 運転保安設備等の整備 

曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ等、運転士異常時列車停止装置、運転状況記録

装置等について法令により整備の期限が定められたもの＊の整備については、平成 28 年

６月までに完了したが、整備の期限が定められていないものの整備については引き続き

推進を図ります。  

※１時間当たりの最高運行本数が往復 10 本以上の線区の施設又はその線区を走行す

る車両若しくは運転速度が 100km/hを超える車両又はその車両が走行する線区の施設

については 10年以内に整備するよう義務付けられたもの 

（関東運輸局鉄道部） 

 

２ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

運転事故の約９割を占める人身障害事故と踏切障害事故の多くは、利用者や踏切

通行者、鉄道沿線住民等が関係するものであることから、これらの事故の防止には、

鉄道事業者による安全対策に加えて、利用者等の理解と協力が必要です。このため、
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学校、沿線住民、道路運送事業者等を幅広く対象として、関係機関等の協力の下、

全国交通安全運動や踏切事故防止キャンペーンの実施、首都圏の鉄道事業者が一体

となって、酔客に対する事故防止のための注意喚起を行うプラットホーム事故０

（ゼロ）運動等において広報活動を積極的に行い、鉄道の安全に関する正しい知識

を浸透させます。 

また、これらの機会を捉え、駅ホーム及び踏切道における非常押ボタン等の安全

設備について分かりやすい表示の整備や非常押ボタンの操作等の緊急措置の周知

徹底を図ります。                   

 （関東運輸局鉄道部） 

 

３ 鉄道の安全な運行の確保 

(1) 保安監査等の実施 

鉄道事業者に対し、計画的に保安監査を実施するほか、重大な事故、同種トラブル等

の発生を契機に臨時に保安監査を実施するなど、メリハリの効いた効果的な保安監査を

実施することにより、鉄道輸送の安全を確保します。保安監査においては、施設及び車

両の保守管理状況、運転取扱いの状況、乗務員等に対する教育訓練の状況等を確認し、

適切な指導を行うとともに、過去の指導のフォローアップを実施します。 

このほか、年末年始の輸送等安全総点検により、事業者の安全意識を向上させます。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

(2) 運転士の資質の保持 

運転士の資質の向上等を目的として、動力車操縦者運転免許試験の適正な実施をはじ

め、動力車操縦者運転免許に関する省令に基づく取組を推進します。また、運転士が作

業を行うのに必要な知識及び技能を保有させるための教育及び訓練が適切に実施される

よう運転管理者会議の開催等の機会を捉えて適切に指導します。さらに、入手した運転

士の取扱い誤りに原因があるおそれがあると認められる事態の情報については、その情

報の共有と活用を図るため、とりまとめを行い、鉄軌道事業者へ周知します。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

(3) 安全上のトラブル情報の共有・活用 

主要な鉄道事業者の安全担当者等による鉄道保安連絡会議を開催し、事故等及びその

再発防止対策に関する情報共有等を行います。また、安全上のトラブル情報を収集し、
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速やかに鉄道事業者へ周知・共有することにより、事故等の再発防止に活用します。       

（関東運輸局鉄道部） 

 

(4) 気象情報等の充実 

鉄道交通に影響を及ぼす台風、大雨、竜巻等の激しい突風、地震、火山噴火等の自然現

象について、的確な実況監視を行い、関係機関、乗務員等が必要な措置を迅速にとり得

るよう、特別警報・警報・予報等を適時・適切に発表して事故の防止・軽減に努め、各種

情報の提供を行います。 

特に、竜巻等の激しい突風による列車転覆等の被害の防止に資するため、竜巻注意情

報を適時・適切に発表するとともに、分布図形式の短時間予測情報として竜巻発生確度

ナウキャストを提供します。 

また、走行中の列車における地震発生時の転覆等の被害の防止に資するため、緊急地

震速報（予報及び警報）の鉄道交通における利活用の推進を図ります。 

また、これらの情報の内容の充実と効果的利活用の促進を図るため、「第３章 安全運

転と車両の安全性の確保 １ 安全運転の確保 （５）道路交通に関する情報の充実 イ 

気象情報等の充実」に記載してあることを実施します。 

（熊谷地方気象台） 

 

(5) 大規模な事故等が発生した場合の適切な対応 

国及び鉄道事業者における、夜間・休日の緊急連絡体制等を点検・確認し、大規模な事

故又は災害が発生した場合に、迅速かつ的確な情報の収集・連絡を行います。 

また、大都市圏、幹線交通における輸送障害等の社会的影響を軽減するため、鉄道事

業者に対し、列車の運行状況を的確に把握して、乗客への適切な情報提供を行うととも

に、迅速な復旧に必要な体制を整備するよう指導します。さらに、鉄道事業者に対して、

降雪時等において、状況に応じて迅速な除雪が行えるよう、除雪車の出動準備、除雪体

制の確認を行い、長時間にわたる駅間停車が発生すると見込まれる場合には乗客の安全

確保を最優先とし、運行再開と乗客救出の対応を並行して行うことを徹底するとともに、

利用者の行動判断に資する情報提供を行うよう指導します。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

(6) 運輸安全マネジメント評価の実施 

事業者が社内一丸となった安全管理体制を構築・改善し、国がその実施状況を確認す

る運輸安全マネジメント制度については、運輸審議会答申（平成 29年 7月）を踏まえて、
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運輸事業者の安全統括管理者や安全管理部門同士が交流を深めるための安統管フォーラ

ム（安全統括管理者会議）を平成 29 年 10 月に創設し、引き続き「横の連携」の場づく

りを図っていきます。また、運輸事業者における安全文化の構築・定着、継続的な見直

し・改善に向けた取組を支援することを目的とした国土交通大臣表彰を平成 29年 5月に

創設し運輸安全マネジメントに関する取組に優れた事業者に対して毎年表彰を行ってい

ます。これらの取組などを行うことにより、運輸安全マネジメント制度の取組の強化・

拡充を図ります。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

(7) 鉄道車両の安全性の確保 

発生した事故や科学技術の進歩を踏まえつつ、適時、適切に鉄道車両の構造・装置に

関する保安上の技術基準を見直します。また、平成 27 年 12 月に運輸安全委員会より国

土交通大臣に提出された「貨物列車走行の安全性向上に関する意見について」の指摘を

踏まえ、鉄道事業者、鉄道車両メーカー、貨物利用運送事業者、荷主、研究機関等の関係

者と貨物列車走行の安全性向上に関して検討を行います。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

(8) 救急・救助活動の充実 

ア 地方行政機関（国） 

鉄道の重大事故等に備え、避難誘導、救助・救急活動を迅速かつ的確に行うため、異常

時を想定した、防災訓練の充実や鉄道事業者と消防機関、医療機関その他の関係機関と

の連携・協力体制の強化を図ります。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

イ 県 

県内全鉄道事業者と全消防本部は、埼玉県鉄道災害消防活動安全連絡協議会を設置し、

相互に協力して適切かつ効率的な救急・救助活動を行うとともに、鉄道事故に対する救

急・救助訓練の実施など連携を強化し、推進します。 

（県消防課） 

 

 



第８章 鉄道と踏切道の安全確保 

  80  

４ 踏切道の安全の確保 

(1) 踏切道の立体交差化及び構造改良の促進 

踏切事故対策として、連続立体交差化や単独立体交差化による踏切道の除去を推進し

ます。 

道路の新設・改築及び鉄道の新設にあたっては、極力立体交差化を図ります。特に、交

通遮断の著しいボトルネック踏切等については、重点的に立体化を推進します。 

また、自動車が通行する踏切道であって、踏切道の幅員が接続する道路の幅員よりも

狭いものについて、構造の改良を推進します。 

【事業主体】 県道路街路課 

施工箇所 事業費（千円） 

東武鉄道伊勢崎線・野田線外８箇所 2,629,190 (967,990)  

 

(2) 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

ア 踏切保安設備の整備 

踏切遮断機の整備された踏切道は、踏切遮断機の整備されていない踏切道に比べて事

故発生率が低いことから、踏切道の利用状況、踏切道の幅員、交通規制の実施状況等を

勘案し、着実に踏切遮断機の整備を行います。 

大都市及び主要な地方都市にある踏切道のうち、列車運行本数が多く、かつ、列車の

種別等により警報時間に差が生じているものについては、必要に応じ警報時間制御装置

の整備等を進め、踏切遮断時間を極力短くします。 

自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生状況等を勘案し

て必要に応じ、障害物検知装置、オーバーハング型警報装置、大型遮断装置等、より事

故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進めます。 

高齢者等の歩行者対策としても効果が期待できる全方位型警報装置、非常押ボタンの

整備、障害物検知装置の高規格化を進めます。 

なお、これらの踏切保安設備の整備に当たっては、踏切道改良促進法に基づく補助制

度を活用して整備を促進します。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

イ 安全円滑な交通規制の実施 

踏切の安全対策に伴う交通規制に際しては、関係機関等との踏切実態調査を行い、沿

線住民等の理解を得ながら、交通実態を踏まえつつ、安全円滑な交通規制を実施します。 

（警察本部交通規制課） 



第８章 鉄道と踏切道の安全確保 

  81  

(3) 踏切道の統廃合の促進 

踏切道の立体交差化、構造の改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道のうち、その

利用状況、う回路の状況等を勘案して、第３、４種踏切道など地域住民の通行に特に支

障を及ぼさないと認められるものについて、統廃合を進めるとともに、これら近接踏切

道以外の踏切道についても同様に統廃合を促進します。 

ただし、構造の改良のうち、踏切道に歩道がないか、歩道が狭小な場合の歩道整備に

ついては、その緊急性を考慮して、近接踏切道の統廃合を行わずに実施できることとし

ます。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

(4) その他踏切道の交通の安全及び円滑化等を図るための措置 

ア 地方行政機関（国） 

緊急に対策が必要な踏切道は、踏切道の諸元や対策状況等を記した「踏切安全通行カ

ルテ」により、透明性を保ちながら各踏切の状況を踏まえた対策を重点的に推進します。 

また、踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じて、踏切道予告標、

踏切信号機の設置等を進めます。 

自動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対し、交通安全意識の向上及び踏切支障時

における非常押ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図るため、踏切事故防止キャン

ペーンを推進します。 

また、学校等において、踏切の通過方法等の教育を引き続き推進するとともに、鉄道

事業者等による高齢者施設や病院等の医療機関へ踏切事故防止のパンフレット等の配布

を促進する。踏切事故による被害者等への支援についても、事故の状況等を踏まえ、適

切に対応していきます。 

このほか、踏切道に接続する道路の拡幅については、踏切道において道路の幅員差が

新たに生じないよう努めます。 

（関東運輸局鉄道部） 

 

イ 県警 

交通安全教育、広報等を通じ、踏切での一時停止、安全確認の励行等を呼びかけると

ともに、踏切での一時不停止、遮断踏切立入り等違反行為に対する指導取締りを推進し

ます。 

（警察本部交通総務課、交通指導課） 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 


